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営
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【
要
約
】
　
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
一
九
世
紀
初
頭
は
身
分
制
社
会
か
ら
近
代
社
会
・
近
代
国
家
へ
の
転
換
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は

こ
の
時
期
に
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
が
行
わ
れ
、
身
分
制
社
会
か
ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
た
。
岡
じ
よ
う
に
南
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
に

お
い
て
も
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
の
主
導
す
る
内
政
改
革
に
よ
っ
て
薪
し
い
社
会
や
政
治
の
仕
組
み
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
営
業
制
度
に
も
変
革
の
手
が
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ら
れ
、
営
業
の
自
由
の
導
入
こ
そ
児
送
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
乎
工
業
の
家
学
を
支
配
し
て
い
た
ツ
ン
フ
ト
は
官
瞭
の
強
い
統
制
の
下
に
置
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
は
一
八
二
五
年
に
ツ
ン
フ
ト
は
図
家
の
手
で
新
し
い
営
業
鴎
体
に
再
編
成
さ
れ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

モ
ン
ジ
ュ
ラ
改
革
や
そ
の
後
の
ツ
ン
フ
ト
の
改
組
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
制
度
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
整
理
し
、

そ
れ
が
一
九
世
紀
前
半
の
手
工
業
の
発
展
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
史
林
七
七
巻
毒
心
　
一
九
九
四
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
ケ
ネ
ー
の
重
農
主
義
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
の
普
及
に
よ
っ
て
、
中
世
以
来
ヨ
ー
潔
ッ
パ
の
経
済
生

活
を
規
制
し
て
い
た
手
工
業
者
の
同
業
組
合
を
廃
止
し
て
、
営
業
の
自
歯
を
導
入
し
、
経
済
活
動
の
振
興
を
図
ろ
う
と
い
う
考
え
が
次
第
に
力

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
七
六
年
に
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
財
務
総
監
チ
ュ
ル
ゴ
に
よ
る
同
業
組
合
廃
止
の
試
み
は
手
工
業
者
の
抵
抗
に

逢
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
革
命
勃
発
後
の
一
七
九
一
年
に
営
業
鑑
札
制
度
が
導
入
さ
れ
、
同
業
組
合
な
ど
一
切
の
営
業
団
体
が
廃
止
さ
れ

る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
営
業
の
自
由
は
も
は
や
動
か
し
難
い
も
の
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
営
業
の
自
彊
は
や
が
て
ド
イ
ツ
に
も
癩
響
を
与
え
る
。
ド
イ
ツ
で
最
初
に
営
業
の
自
由
を
保
証
し
、
ツ
ン
フ
ト
を
廃
止
す
る
措
遣
が
取
ら
れ
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た
の
は
、
一
七
九
四
年
以
来
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
下
に
あ
ウ
た
ラ
イ
ン
左
岸
地
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
更
に
一
八
〇
七
年
に
ナ
湛
レ
オ
ン
の
一
族

の
支
配
す
る
ベ
ル
ク
大
公
国
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
”
，
リ
ア
王
國
が
誕
生
し
、
一
八
一
〇
年
に
北
ド
イ
ツ
の
北
海
沿
岸
か
ら
リ
ュ
…
ペ
ッ
ク
に
至
る
一

帯
が
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
も
営
業
の
自
由
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
一
八
一
〇
年
に
は
、
ド
イ
ツ
の
大
国
プ
ロ
イ
セ

ン
が
内
政
改
革
の
一
環
と
し
て
営
業
の
自
由
の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
れ
以
後
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
営

桑
税
を
支
払
っ
て
営
業
鑑
札
を
受
け
る
だ
け
で
手
工
業
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
営
業
の
自
由
と
は
異
な
っ

て
、
こ
こ
で
は
ツ
ン
フ
ト
の
解
散
は
強
行
さ
れ
ず
、
同
業
組
合
は
任
意
加
入
制
の
団
体
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
諸

国
に
お
い
て
も
こ
の
時
期
に
中
央
政
府
の
ツ
ン
フ
ト
に
対
す
る
規
制
は
著
し
く
強
化
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
一
三
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
が
崩
壊
す
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
営
業
調
度
に
関
し
て
も
一
種
の
揺
れ
戻
し
が
起
き
る
。
フ
ラ

ン
ス
に
併
合
さ
れ
て
い
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
都
市
自
治
の
復
活
と
と
も
に
ツ
ン
フ
ト
制
度
が
再
建
さ
れ
た
。

ま
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
王
團
の
跡
地
に
再
興
さ
れ
た
ハ
ノ
ー
フ
ァ
…
王
国
と
ヘ
ッ
セ
ン
選
言
侯
困
に
お
い
て
も
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
復
活
が
試

み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ラ
イ
ン
左
岸
一
帯
で
は
営
業
の
自
由
が
生
き
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で

は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
修
正
を
施
さ
れ
た
営
業
制
度
が
そ
の
後
根
本
的
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
な
く
一
八
四
八
年

革
命
の
時
代
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
経
緯
か
ら
も
閉
ら
か
な
よ
う
に
、
三
月
前
期
の
ド
イ
ツ
の
営
業
制
度
に
は
全
体
と
し
て
何
の
統
一
性
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
の

極
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
四
つ
の
自
由
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
が
あ
り
、
他
方
の
極
に
は
ラ
イ
ン
左
岸
の
フ
ラ
ン
ス
型
の
営
業
の
自
由
が
あ

っ
た
。
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
諸
国
の
営
業
制
度
は
こ
の
両
極
の
闇
の
ど
こ
か
に
位
置
を
占
め
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
型
に
近
か
っ
た
の
は
プ
ロ
イ
セ

ン
の
営
業
制
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
プ
揖
イ
セ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
崩
壊
後
に
獲
得
し
た
領
土
に
は
こ
の
制
度
を
適
用
せ
ず
、
ラ
イ
ン
州
と

ヴ
ニ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
は
フ
ラ
ン
ス
型
の
営
業
の
富
由
を
維
持
す
る
一
方
、
ザ
ク
セ
ン
州
や
ポ
…
ゼ
ン
な
ど
で
は
古
い
ツ
ン
フ
ト
制
度
を

認
め
る
措
置
を
取
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
全
土
の
営
業
舗
度
が
二
一
さ
れ
る
の
は
一
八
四
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
泪
型
の
ツ
ン
フ
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ト
制
度
に
近
い
営
業
制
度
を
採
用
し
て
い
た
の
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
王
国
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
い
領
邦
権
力
の
再
建
と
と
も
に
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ

リ
ア
王
国
時
代
の
法
律
は
一
掃
さ
れ
、
各
地
で
ツ
ン
フ
ト
が
息
を
吹
き
返
し
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
工
場
の
設
立
な
ど
が
ツ
ン
フ
ト
の
意
向

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
。

　
中
部
ド
イ
ツ
、
南
ド
イ
ツ
の
中
小
国
家
の
多
く
は
古
い
ツ
ン
フ
ト
制
度
と
営
業
の
自
由
の
中
問
に
位
置
す
る
営
業
制
度
を
取
っ
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
諸
国
に
お
い
て
も
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
ツ
ン
フ
ト
制
度
が
存
続
し
て
い
た
が
、
ツ
ン
フ
ト
の
活
動
に
は
法
律
や
政
府

の
行
政
上
の
措
置
に
よ
っ
て
極
め
て
厳
し
い
制
限
が
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
国
で
は
、
社
会
的
混
乱
を
恐
れ
て
営
業
の
自
由
の
導
入
は

見
送
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
局
の
統
欄
に
よ
っ
て
ツ
ン
フ
ト
制
度
に
は
空
洞
が
生
じ
て
お
り
、
ツ
ン
フ
ト
の
影
響
を
受
け
ず
に
手
工
業
を
営

む
余
地
も
か
な
り
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
部
ド
イ
ツ
、
南
ド
イ
ツ
に
広
が
る
こ
の
中
間
的
な
形
態
の
営
業
制
度
は
、
三
月
前
期
に
は
プ
ロ

イ
セ
ン
的
営
業
の
自
由
と
並
ん
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
制
度
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
類
型
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
営
業

制
度
が
ド
イ
ツ
に
営
業
の
慮
由
を
導
入
し
た
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の
営
業
欄
度
は
ツ
ン
フ
ト
程
度
か
ら
営
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
自
由
へ
の
移
行
期
の
単
な
る
過
渡
的
制
度
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
確
か
に
、
営
業
制
度
史
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
タ
イ
プ
の
営
業
制
度
を
過
渡
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
し
、
実

は
当
時
の
政
策
担
当
者
の
中
に
も
こ
の
難
度
を
営
業
の
自
由
に
移
る
前
の
暫
定
的
な
も
の
と
見
な
す
意
識
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
月
前
期
の

手
工
業
と
の
係
わ
り
を
考
え
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の
手
工
業
老
の
お
よ
そ
半
分
を
制
度
的
に
規
制
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
タ
イ
プ
の
営

業
制
度
を
単
な
る
彌
縫
的
制
度
と
し
て
等
閑
に
付
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
南
ド
イ
ツ
の
有
力
国
家
．
バ
イ
エ
ル
ン

を
例
に
取
っ
て
こ
の
中
間
的
タ
イ
プ
の
営
業
制
度
の
概
要
と
そ
の
下
で
の
手
工
業
の
様
子
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
バ
イ
エ
ル

ン
の
場
合
に
は
中
央
政
府
の
統
制
が
強
力
で
、
一
八
二
五
年
置
は
ツ
ン
フ
ト
が
「
営
業
協
会
」
と
呼
ば
れ
る
全
国
一
律
の
商
工
業
団
体
に
編
成

替
え
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
雷
え
ぱ
バ
イ
エ
ル
ン
の
状
態
は
こ
の
タ
イ
プ
の
営
業
面
度
の
典
型
約
な
事
例
と
は
遭
い
難
い
こ
と
を
予
め
お

断
り
し
て
お
く
。
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一
八
世
紀
宋
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
各
地
で
国
家
機
構
や
社

会
体
制
の
転
換
が
試
み
ら
れ
た
。
一
七
九
九
年
に
プ
ァ
ル
ッ
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ケ
ン
家
の
マ
ク
ス
・
翼
ー
ゼ
フ
が
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
領
を

相
続
し
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
男
爵
（
後
に
伯
爵
）
を
中
心
的
大
臣
と
し
て
起
用
す
る
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
近
代
国
家
建
設
を
目
指
し
た
内
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

改
革
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。

　
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
の
内
政
改
革
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
中
央
官
庁
の
省
へ
の
再
編
、
官
僚
層
の
立
揚
の
強
化
、
国
民
へ
の
課

税
の
平
等
化
、
新
し
い
地
方
行
政
区
函
の
導
入
、
内
国
関
税
制
度
の
廃
止
な
ど
早
く
か
ら
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
も
数
多
く
含
ま
れ
て

　
②

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
営
業
制
度
の
改
革
に
関
し
て
は
、
事
前
の
計
画
性
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
問
題
が
生
じ
た
箇
所
へ
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

介
入
が
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
営
業
制
度
の
改
革
が
こ
の
よ
う
な
対
症
療
法
の
積
み
重
ね
に
終
始
し
た
の
は
、
実
は
政
府
部
内
で
あ
る
べ
き
営
業
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
が

纏
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
理
的
で
効
率
的
な
経
済
活
動
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
政
府
の
基
本
政
策
に
抵
触
す
る
よ
う
な

ツ
ン
フ
ト
の
特
権
を
削
り
取
っ
て
い
く
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
社
会
の
社
団
的
編
成
を
廃
し
て
国
家
に
公
権
力
を
集

中
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
言
え
ば
、
ツ
ン
フ
ト
が
自
律
的
に
裁
判
権
や
警
察
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
容
し
難
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
異
存

の
あ
る
者
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ツ
ン
フ
ト
を
全
面
的
に
廃
止
し
て
、
営
業
の
自
由
を
導
入
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
考
え
が
分
か
れ
た
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の
で
あ
る
。

　
一
八
〇
九
年
に
な
る
と
、
営
業
制
度
に
つ
い
て
の
方
針
の
固
ま
ら
な
い
政
府
は
判
断
材
料
を
得
よ
う
と
管
区
派
遣
長
官
（
県
知
事
に
相
当
〉
に

管
内
の
産
業
の
状
態
に
関
す
る
調
査
を
命
じ
、
合
わ
せ
て
営
業
の
自
由
導
入
の
是
非
に
つ
い
て
も
意
見
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
政
府

高
官
の
聞
の
考
え
方
の
違
い
が
露
に
な
っ
た
。
九
人
の
派
遣
長
官
の
う
ち
五
人
は
ツ
ン
フ
ト
鯛
度
の
廃
止
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
残
り
は
国
家

の
強
い
監
督
の
下
で
ツ
ン
フ
ト
華
厳
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ツ
ン
フ
ト
廃
止
賛
成
派
も
完
全
な
営
業
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
。

　
こ
の
一
八
〇
九
年
に
始
ま
っ
た
全
国
的
な
産
業
調
査
は
「
モ
ン
ジ
ュ
ラ
統
計
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
ツ
ン
フ
ト
の

存
廃
に
関
す
る
政
府
の
態
度
決
定
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
一
八
一
三
年
に
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
は
崩
壊
し
、
一
八

一
七
年
の
初
め
に
は
モ
ン
ジ
ュ
ラ
も
失
脚
し
て
、
営
業
制
度
に
つ
い
て
は
最
終
的
な
結
論
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
内
政
改
革
時

代
そ
の
も
の
が
終
末
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
モ
ン
ジ
ュ
ラ
時
代
の
営
業
欄
度
の
改
革
に
は
、
こ
の
よ
う
に
営
業
の
自
由
を
導
入
す
る
か
否
か
と
い
う
枢
要
の
問
題
で
不
明
確
な
所
が
あ
り
、

計
画
性
、
体
系
性
が
欠
け
て
い
た
。
し
か
し
、
内
容
か
ら
言
え
ば
、
ツ
ン
フ
ト
糊
度
が
手
工
業
者
の
生
活
の
様
々
の
側
面
に
係
わ
る
多
機
能
性

を
備
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
改
革
は
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
改
革
事
業
の
中
に
は
ツ
ン
フ
ト
の
自
律
的
な
活
動
を
抑
え
る
た
め
に
既
に
一
八
世
紀
の
領
邦
政
府
が
講
じ
て
い
た
措
置
を
継
承

し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ツ
ン
フ
ト
の
裁
判
権
や
警
察
権
を
取
り
上
げ
た
り
、
ツ
ン
フ
ト
同
士
の
連
絡
を
禁
止
し
た
り
す
る
命
令
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
命
令
は
轟
然
の
こ
と
な
が
ら
新
し
く
獲
得
し
た
領
土
に
も
適
用
さ
れ
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
営
業
制
度
を
改
善
す
る
た
め
の
新
し
い
政
策
を
も
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
幾
つ
か
の
項
目
に
纏
め
て

み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ω
　
モ
ン
ジ
ュ
ラ
に
は
、
政
権
に
就
く
以
前
か
ら
内
国
関
税
を
廃
止
し
て
国
境
内
に
統
一
的
経
済
圏
を
生
み
出
す
と
い
う
構
想
が
見
ら
れ
た
。
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一九世紀前半のバイエルン王國における営業制度（谷口）

一
七
九
九
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
の
政
権
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
モ
ン
ジ
ュ
ラ
は
そ
の
年
の
一
二
月
に
早
く
も
暫
定
的
な
関
税
条
令
を
出
し
て
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

内
の
商
取
引
の
自
由
化
を
目
指
す
こ
と
、
将
来
ど
の
よ
う
な
種
類
の
独
占
も
許
容
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
手
工
業
に
は
こ
う
し
た
統
一
的
経
済
圏
の
構
想
に
反
す
る
二
種
類
の
独
占
的
販
売
権
が
存
在
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
一
定
の
地

域
に
住
む
消
費
者
や
取
引
業
者
に
特
定
の
生
産
考
か
ら
の
商
品
購
入
を
義
務
づ
け
る
綱
々
の
職
種
の
専
売
権
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末
の
バ
イ
エ

ル
ン
に
は
こ
の
種
の
専
売
権
が
か
な
り
普
及
し
て
い
た
。
重
要
な
も
の
だ
け
で
も
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
、
パ
ン
屋
、
肉
屋
、
蠣
燭
製
造
業
、
鏡
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

製
造
業
、
風
呂
屋
、
鍛
冶
屋
な
ど
の
専
売
権
が
あ
っ
た
。

　
改
革
は
、
そ
の
中
で
も
最
も
広
く
普
及
し
て
い
た
ビ
ー
ル
醸
造
業
の
専
売
権
に
対
す
る
攻
撃
を
手
初
め
に
始
ま
っ
た
。
前
述
の
暫
定
的
関
税

条
令
が
出
さ
れ
た
直
後
の
一
七
九
九
年
一
二
月
二
〇
日
政
府
は
ビ
ー
ル
醸
造
業
の
専
売
権
の
廃
止
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
酒

場
の
主
人
は
国
内
の
随
意
の
ビ
ー
ル
醸
造
駈
か
ら
ビ
ー
ル
を
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
家
庭
の
飲
料
を
調
達
す
る
場
合
に
も
も
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

特
定
の
醸
造
所
や
酒
場
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
続
い
て
一
八
〇
一
年
四
月
、
一
算
に
は
パ
ン
屋
の
専
売
権
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
一
八

〇
二
年
一
月
二
二
日
に
は
飲
食
店
の
主
人
が
持
っ
て
い
た
結
婚
披
露
宴
の
強
無
権
が
廃
止
さ
れ
、
希
望
す
る
者
は
披
露
宴
を
自
ら
の
家
で
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
一
八
〇
四
年
三
月
一
六
日
に
は
一
般
的
に
手
工
業
者
が
自
ら
居
住
す
る
地
方
裁
判
区
（
郡
に
相
当
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

越
え
て
営
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
外
科
医
と
風
呂
屋
の
専
売
権
も
廃
止
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
個
々
の
職
種
の
専
売
権
と
並
ん
で
、
都
市
の
手
工
業
が
全
体
と
し
て
享
受
し
て
い
た
專
売
権
に
も
攻
撃
の
手
が
加
え
ら
れ
た
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
世
以
来
都
市
と
農
村
の
法
的
な
区
分
が
厳
格
で
、
農
村
部
で
は
限
ら
れ
た
職
種
の
手
工
業
に
し
か
営
業
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま

た
農
村
手
工
業
が
都
帯
と
そ
の
周
辺
で
営
業
活
動
を
行
う
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
選
毛
描
領
に
お
い
て
は
農
村
部
で
の
手
工

業
者
の
活
動
に
対
す
る
規
制
は
緩
や
か
で
あ
っ
た
が
、
農
村
の
手
工
業
考
が
都
市
で
商
贔
を
販
売
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
や
は
り
高
い
障
壁
が

　
　
　
　
　
　
⑭

設
け
ら
れ
て
い
た
。
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
、
都
市
へ
の
食
料
供
給
の
増
加
を
計
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
都
市
の
手
工
業
全
体

の
専
売
権
に
も
メ
ス
を
振
っ
た
の
で
あ
る
。
先
ず
一
八
○
○
年
一
月
一
四
日
に
政
府
は
外
部
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
内
に
肉
と
パ
ン
を
持
ち
重
ん
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で
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
続
い
て
一
八
〇
二
年
二
月
六
日
に
は
一
般
的
に
農
村
の
手
工
業
が
都
市
で
営
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
認
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

措
澄
が
取
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
長
い
歴
史
を
持
つ
都
市
手
工
業
の
排
他
的
販
売
権
も
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
専
売
権
の
問
題
が
こ
れ
ら
の
措
置
で
す
べ
て
片
づ
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
職
種
や
地
域
に
よ
っ
て
は
専
売
権
は
そ
の
後
も

残
存
し
、
ま
た
新
し
く
付
け
加
わ
っ
た
領
土
に
も
こ
れ
ら
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
政
府
は
こ
の
後
も
問
題
が
生
じ
る

た
び
に
個
々
の
職
種
、
あ
る
い
は
新
領
土
を
含
む
個
々
の
地
域
に
対
し
て
特
権
の
消
滅
を
通
告
す
る
作
業
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
一
八
〇
九
年
八
月
四
日
に
は
、
手
工
業
者
に
自
分
の
居
住
す
る
地
方
裁
判
区
（
郡
に
桐
当
）
以
外
に
お
い
て
も
営
業
活

動
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
前
述
の
一
八
〇
四
年
三
月
一
六
日
の
命
令
の
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
と
も
に
、
場
所
に
よ
っ
て
な
お
残
存
し
て
い

た
製
粉
業
の
専
売
権
を
排
除
す
る
た
め
、
製
粉
業
者
が
国
内
の
ど
こ
か
ら
注
文
を
受
け
て
も
よ
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
命
令
が
出
さ
れ
て

　
⑫

い
る
。

　
こ
う
し
た
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
の
…
連
の
命
令
に
よ
っ
て
、
手
工
業
者
は
居
住
地
に
係
わ
り
な
く
バ
イ
エ
ル
ン
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
商
品

と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
し
、
消
費
者
も
居
住
地
に
係
わ
り
な
く
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
手
工
業
者
か
ら
こ
れ
ら
を
購
入
す
る
こ
と
が
法
律
の
上
で
は

可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
㈲
　
ド
イ
ツ
に
は
古
く
か
ら
「
技
能
は
相
続
で
き
な
い
」
と
い
う
諺
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
諺
と
は
裏
腹
に
、
現
実
に
は
手
工
業
の
営

業
権
の
一
部
は
利
権
化
し
、
売
買
や
相
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
手
工
業
の
こ
の
よ
う
な
利
権
化
し
た
営
業
権
を
物
件
的
営
業
権
と
呼
ぶ
。

物
件
的
営
業
権
に
は
不
動
産
付
属
営
業
権
と
狭
義
の
物
件
的
営
業
権
の
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
。
不
動
産
付
属
営
業
権
と
は
、
手
工
業
が
営
ま

れ
る
土
地
や
家
屋
に
付
着
し
た
営
業
権
で
、
不
動
産
と
切
り
離
し
て
売
買
し
た
り
、
相
続
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
狭
義

の
物
件
的
営
業
権
の
場
合
に
は
単
独
で
の
売
買
や
相
続
が
可
能
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
こ
う
し
た
物
件
的
営

業
権
が
著
し
く
増
加
し
、
中
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
よ
う
に
不
動
産
付
属
営
業
権
と
狭
義
の
物
件
的
営
業
権
を
合
わ
せ
て
、
営
業
権
の
捌
分
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
利
権
化
す
る
と
い
う
所
も
現
れ
た
。
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モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
、
当
然
、
手
工
業
に
お
け
る
こ
う
し
た
利
権
化
し
た
営
業
権
を
政
府
の
経
済
政
策
に
対
す
る
、
ま
た
経
済
活
動
そ
れ
自

体
に
対
す
る
重
大
な
阻
害
要
因
と
見
な
し
た
。
し
か
し
、
前
述
の
専
売
権
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
物
件
的
営
業
権
に
対
し
て
は
、
政
府
は
敢

え
て
廃
止
を
通
告
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
物
件
的
営
業
権
に
は
個
々
の
手
工
業
者
が
金
を
支
払
っ
て
取
得
し
て
い
る
と
い

う
事
清
が
あ
り
、
個
人
の
所
有
権
を
尊
重
す
る
建
て
前
上
、
補
償
な
し
に
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
政
府
が
選
ん
だ
の
は
厳
し
い
法
的
規
制
を
課
し
て
物
件
的
営
業
権
を
容
易
に
他
人
に
譲
渡
で
き
な
い
も
の
に
し
、
金
銭
的
価
値
を

ゆ
っ
く
り
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
政
府
は
先
ず
一
八
〇
三
年
＝
一
月
五
擬
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
対
象
に
物
件
的
営
業
権
の
移
転
を

制
限
す
る
命
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
物
件
的
営
業
権
を
他
人
に
護
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
局
の
承
認
が
必
要
と
な
り
、
譲
渡
す
る
側

は
談
渡
後
の
生
活
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
、
譲
渡
さ
れ
る
側
は
手
工
業
を
営
む
資
質
と
財
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
形
で
物
件
的
営
業
権
を
売
買
し
た
り
、
質
入
れ
し
た
り
、
相
続
し
た
り
、
競
売
し
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

⑮
た
。　

続
い
て
、
一
八
〇
四
年
一
二
月
一
日
に
は
手
工
業
の
権
限
に
関
す
る
命
令
が
公
布
さ
れ
て
、
物
件
的
営
業
権
に
対
す
る
規
制
は
バ
イ
エ
ル
ン

全
土
に
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
命
令
に
お
い
て
も
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
物
件
的
営
業
権
の
譲
渡
に
は
、
墨
局
の
同
意
が
必
要

と
さ
れ
、
譲
渡
者
の
譲
渡
後
の
生
活
能
力
、
譲
渡
を
受
け
る
側
の
手
工
業
者
と
し
て
の
資
格
と
財
力
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
譲
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

価
格
に
つ
い
て
は
上
澄
が
設
け
ら
れ
、
譲
渡
者
が
か
つ
て
譲
渡
を
受
け
た
際
に
支
払
っ
た
価
格
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
も
こ
の
制
限
さ
れ
た
形
以
外
に
は
物
件
的
営
業
権
の
移
転
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
更
に
こ
こ
で
は
物
件
的
営
業
権
の
総
数
を
抑
え
込

む
手
立
て
も
講
じ
ら
れ
た
。
ど
の
官
庁
も
今
後
新
た
に
物
件
的
営
業
権
を
承
認
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
さ
れ
、
物
件
性
を
証
明
で
き

ず
根
拠
の
疑
わ
し
い
物
件
的
営
業
権
や
実
際
に
行
使
さ
れ
な
い
ま
ま
一
定
期
間
を
過
ぎ
た
物
件
的
営
業
権
は
今
後
す
べ
て
通
常
の
個
人
的
営
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
母
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
物
件
的
営
業
権
の
数
を
あ
る
程
度
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
域
潰
し
た
。
し
か
し
、
期
待
さ
れ
た
よ
う
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な
利
権
消
々
へ
の
流
れ
は
遂
に
生
じ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
法
離
墨
取
を
潴
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
件
的
営
業
権
は
皮
肉
に
も
そ
れ
ま

で
不
明
確
で
あ
っ
た
法
制
上
の
地
位
を
明
確
に
し
て
生
き
残
り
、
長
く
政
府
関
係
者
と
世
論
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
働
　
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
一
八
世
紀
以
前
に
は
手
工
業
の
開
業
を
認
め
る
権
限
は
様
々
な
所
に
分
散
し
て
い
た
。
原
則
的
に
言
え
ば
手

工
業
の
認
可
権
は
下
級
裁
判
権
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
都
市
で
は
市
当
局
が
、
農
村
で
は
領
邦
君
主
直
属
の
下
級
裁
判
所
や
領
主
裁
判
所
が

営
業
認
可
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
都
甫
で
は
ツ
ン
フ
ト
の
カ
が
強
く
、
実
質
的
な
営
業
許
可
権
を
ツ
ン
フ
ト
が
握
っ
て
い
る

所
も
あ
っ
た
。
ま
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
は
ツ
ン
フ
ト
の
閉
鎖
性
に
対
抗
す
る
た
め
政
府
が
手
工
業
者
に
宮
廷
の
保
護
民
と
し
て
営
業
許
可
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
制
度
も
存
在
し
て
い
た
。
領
土
が
拡
大
す
る
と
、
こ
れ
に
各
地
の
独
自
の
営
業
許
可
制
度
が
加
わ
っ
た
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
分
散
的
な
営
業
許
可
欄
度
で
は
所
に
よ
っ
て
営
業
許
可
の
取
り
扱
い
に
差
が
出
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
と
り
わ
け
、
農
村
で
は
領
主
裁
判
所
が
手
数
料
を
稼
ぐ
た
め
に
営
業
許
可
を
乱
発
し
て
い
る
の
に
、
都
市
で
は
ツ
ン
フ
ト
が
既
存
の
親

方
の
後
継
者
以
外
の
開
業
を
閉
め
出
そ
う
努
力
を
続
け
て
い
る
と
い
う
違
い
が
大
き
か
っ
た
。
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
政
府
の
中
央
集
権
主
義
の
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
ツ
ン
フ
ト
が
新
規
開
業
を
事
実
上
左
右
し
て
い
る
こ
と
も
、
所
に
よ
っ
て
営
業
許
可
の
取
り
扱
い
に
著
し
い
不
均
衡
が
見
ら
れ
る

こ
と
も
共
に
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
解
消
す
る
た
め
に
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
難
業
認
可
権
を
国
家
の
直
属
官
庁
に
集
中
し
よ
う
と
し
た
。
先
ず
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
幾
つ
か
の
職
種
に
つ
い
て
領
邦
管
理
府
（
国
家
の
地
方
統
治
機
関
）
に
よ
る
営
業
認
可
欄
が
導
入
さ
れ
た
。
続
い
て
一
八
〇
五
年
三
月
一

日
に
は
市
当
局
が
営
業
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
家
の
営
業
認
可
制
度
が
本
格
的
な
形
を
取
る
の
は
、
一
八
〇
六
年

一
〇
月
に
内
務
省
が
組
織
さ
れ
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
が
内
務
大
臣
を
兼
任
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
内
務
省
発
足
か
ら
ニ
ケ
月
余
り
経
っ
た
一
八
〇
七
年
一
月
五
日
政
府
は
領
主
裁
判
所
が
営
業
許
可
を
与
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
命
令
を
出
し

た
。
市
当
局
に
よ
る
営
業
許
可
は
既
に
欝
血
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
命
令
に
よ
っ
て
国
家
の
直
属
の
役
所
以
外
は
営
業
権
賦
与
に
関
与
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
営
業
認
可
の
手
続
き
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
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業
許
可
の
申
請
は
地
方
裁
判
所
（
那
役
所
に
相
畿
）
に
捷
出
さ
れ
、
地
方
裁
糊
所
は
意
見
書
を
添
え
て
そ
れ
ら
を
湿
雪
管
理
府
（
国
難
の
地
方
統
治

機
関
）
に
送
り
、
領
邦
管
理
府
が
営
業
権
賦
与
に
つ
い
て
の
最
終
的
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
都
市
や
領
主
裁
判
所
管
内
の
場
合
に

は
、
申
請
は
市
当
局
や
領
主
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
も
意
見
書
と
と
も
に
地
方
裁
判
所
に
送
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
更
に
領
邦
管
理
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
送
付
さ
れ
た
。
地
方
裁
判
所
の
管
轄
外
に
あ
る
一
部
の
都
市
や
領
主
裁
判
所
は
直
接
領
邦
管
理
府
に
書
類
を
送
っ
た
。

　
一
八
○
八
年
に
入
る
と
古
い
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
地
方
行
政
区
画
と
領
邦
管
理
府
は
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て

管
区
派
遣
長
官
（
県
知
事
に
相
当
）
を
最
高
責
任
者
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
風
の
新
し
い
一
五
の
地
方
行
政
区
画
（
後
に
九
に
再
編
）
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
改
正
と
と
も
に
営
業
認
可
の
最
終
決
定
権
は
領
邦
管
理
府
か
ら
管
区
派
遣
長
官
の
役
所
に
移
管
さ
れ
た
。
更
に
一
八
一
一
年
一
〇
月
二
日

に
は
営
業
認
可
権
は
管
区
派
遣
長
官
の
役
所
か
ら
地
方
裁
判
所
（
郡
役
所
に
相
当
）
に
、
地
方
裁
判
所
の
管
轄
外
に
あ
る
主
要
都
市
の
場
合
に
は

そ
の
都
市
を
担
当
す
る
内
務
監
督
官
の
役
所
に
降
ろ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
翌
年
に
は
地
方
裁
糊
置
と
同
等
と
さ
れ
た
第
一
落
前
主
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

判
所
に
も
営
業
認
可
権
が
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
営
業
認
可
権
は
一
八
〇
七
年
以
降
は
基
本
的
に
は
国
家
の
地
方
統
治
機
構
の
枠
内
に

留
ま
り
、
統
一
的
な
基
準
で
営
業
権
が
賦
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
営
業
認
可
権
を
国
家
機
構
の
中
へ
抱
え
込
ん

だ
こ
と
は
思
わ
ぬ
副
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
。
営
業
認
可
に
関
す
る
多
数
の
書
類
に
よ
っ
て
中
下
級
レ
ヴ
ェ
ル
の
行
政
機
構
が
圧
迫
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
態
は
モ
ン
ジ
ュ
ラ
失
脚
後
の
一
八
一
八
年
に
営
業
認
可
権
の
一
部
が
再
び
自
治
体
に
戻
さ
れ
る
ま
で
続
く
こ

と
に
な
る
。

　
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
、
一
八
世
紀
の
領
邦
政
府
の
ツ
ン
フ
ト
監
視
対
策
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
上
記
の
よ
う
な
措
燈
を
中
心
と
す
る
新
し

い
対
応
策
を
も
動
員
し
て
近
代
国
家
と
相
容
れ
な
い
ツ
ン
フ
ト
の
在
り
方
を
徹
底
的
に
否
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
種
の
経
済
的
特

権
、
自
律
的
な
裁
判
権
や
警
察
権
、
新
規
参
入
老
の
認
定
権
な
ど
そ
れ
ま
で
ツ
ン
フ
ト
制
度
を
支
え
て
い
た
柱
は
次
々
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
ッ
ソ
フ
ト
制
度
の
支
柱
の
中
北
億
、
廃
止
す
る
わ
拶
に
も
、
簡
単
に
代
替
物
を
作
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
政
府
が
容
易
に
手
を
富
谷
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ら
れ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
中
の
最
も
重
要
な
も
の
が
手
工
業
者
養
成
過
程
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対
策
が

講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
手
工
業
者
の
養
成
過
程
は
親
方
に
子
供
が
徒
弟
と
し
て
採
用
さ
れ
る
所
か
ら
始
ま
る
。
親
方
へ
の
教
授
料
や
徒
弟
に
対
す
る
待
遇
を
取
り
決

め
る
徒
弟
契
約
は
古
く
か
ら
親
方
と
徒
弟
の
保
護
者
の
間
の
私
的
契
約
と
さ
れ
て
お
り
、
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
政
府
も
そ
の
内
容
に
深
く
係
わ
ろ
う
と

は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
徒
弟
期
間
に
つ
い
て
は
一
八
〇
七
年
一
〇
月
＝
日
の
命
令
に
よ
っ
て
一
年
半
か
ら
三
年
の
間
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ま
た
一
八
〇
五
年
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
一
般
兵
役
義
務
欄
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
の
関
連
で
一
五
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
の
徒
弟
採
用
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
徒
弟
の
数
に
関
す
る
平
心
は
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
既
に
一
八
世
紀
後
半
に
撤
廃
さ

れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
に
も
徒
弟
数
を
制
限
す
る
意
志
は
な
く
、
む
し
ろ
優
秀
な
親
方
の
許
に
徒
弟
が
集
ま
る
の
を
奨
励

す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
各
地
で
見
ら
れ
た
親
方
の
息
子
に
対
し
て
徒
弟
期
間
を
短
縮
す
る
優
遇
措
置
も
一
八
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
に
は
廃
止

　
　
　
㊧

と
な
っ
た
。

　
徒
弟
期
閥
が
終
わ
る
と
、
徒
弟
は
職
人
と
な
り
、
遍
歴
の
旅
に
出
る
。
そ
の
遍
歴
期
間
も
一
八
〇
七
年
一
〇
月
一
一
巳
の
命
令
に
よ
っ
て

最
高
三
年
に
限
定
さ
れ
た
。
職
種
に
よ
っ
て
は
期
間
を
一
年
半
に
短
縮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
遍
歴
は
親
方
に
な
る
た

め
の
不
可
欠
の
条
件
と
さ
れ
、
親
方
の
息
子
な
ど
に
対
し
て
取
ら
れ
て
い
た
遍
歴
免
除
の
措
置
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
外
構
（
ド
イ

ツ
諸
国
も
含
む
）
へ
の
遍
歴
も
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
遍
歴
中
の
職
人
の
行
動
を
統
制
す
る
た
め
の
措
置
も
強
化
さ
れ

た
。
遍
歴
職
人
は
～
八
世
紀
に
は
身
元
証
明
と
労
働
実
績
の
記
録
の
た
め
に
ツ
ン
フ
ト
の
発
効
す
る
遍
歴
証
明
書
を
持
ち
歩
い
て
い
た
が
、
一

八
〇
五
年
四
月
八
日
以
降
そ
の
遍
歴
証
明
書
に
当
局
者
の
署
名
が
必
要
と
な
っ
た
。
更
に
一
八
○
八
年
三
月
＝
ハ
日
に
は
遍
歴
証
明
書
に
代
わ

る
書
類
と
し
て
当
局
が
発
行
し
管
理
す
る
遍
歴
手
帳
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
職
人
の
行
動
に
対
す
る
当
局
の
監
視
は
厳
し
く
な
っ
た
が
、

遍
歴
を
認
め
て
い
る
都
合
上
、
個
別
的
事
例
を
除
い
て
手
工
業
宿
や
職
人
組
合
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
遍
歴
を
終
え
た
職
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
選
ん
だ
所
で
親
方
と
し
て
定
住
す
る
準
備
を
始
め
る
。
そ
の
際
、
場
合
に
よ
っ
て
は
親
方
試
験
を
受
け
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る
前
に
一
定
期
間
ツ
ン
フ
ト
の
指
定
す
る
仕
事
場
で
働
く
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ウ
た
ひ
こ
う
し
た
待
機
期
間
の
制
度
も
一
八
一
〇
年

＝
一
月
二
九
日
に
は
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
職
人
が
親
方
と
な
る
た
め
に
は
親
方
作
品
を
制
作
し
、
親
方
試
験
に
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が

通
例
で
あ
っ
た
が
、
古
く
か
ら
多
く
の
ツ
ン
フ
ト
で
一
定
の
金
額
を
支
払
え
ぼ
こ
の
親
方
試
験
を
免
除
す
る
綱
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
　
八

〇
二
年
二
月
二
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
親
方
試
験
の
免
除
制
度
も
廃
止
と
な
り
、
親
方
作
品
を
作
成
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
職
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

で
は
す
べ
て
の
親
方
候
補
者
が
親
方
作
品
に
よ
っ
て
そ
の
技
量
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
は
徒
弟
か
ら
職
人
を
経
て
親
方
に
至
る
手
工
業
者
養
成
過
程
に
つ
い
て
は
そ
の
根
幹
に
手
を
触
れ
ず
、
不

合
理
な
点
だ
け
を
取
り
除
く
と
い
う
対
応
を
示
し
た
。
手
工
業
の
伝
統
的
な
後
継
者
養
成
過
程
は
こ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
形
が
整
い
、
し
か

も
国
家
の
法
令
に
よ
る
裏
付
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ツ
ン
フ
ト
の
全
廃
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
時
代
の
営
業

綱
度
の
改
革
が
こ
う
し
た
形
で
ツ
ン
フ
ト
の
機
能
の
一
部
を
温
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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。
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一
八
一
七
年
二
月
皇
太
子
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
ら
の
画
策
に
よ
っ
て
長
年
バ
イ
エ
ル
ン
の
政
治
を
動
か
し
て
い
た
モ
ン
ジ
ュ
ラ
伯
爵
は
失
脚
し
、

バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
内
政
改
革
の
時
代
は
終
了
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
モ
ン
ジ
ュ
ラ
の
作
り
上
げ
た
近
代
国
家
を
破
壊
し
て
、
身

分
制
社
会
へ
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
モ
ン
ジ
ュ
ラ
を
追
い
落
し
た
皇
太
子
ル
！
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
グ
ル
ー
プ
も
、
こ

の
政
変
に
直
ち
に
同
調
し
た
ポ
ス
ト
啓
蒙
主
義
の
若
い
世
代
の
官
僚
た
ち
も
近
代
国
家
体
調
に
変
更
を
加
え
る
つ
も
り
は
な
く
、
近
代
国
家
体

制
を
前
提
に
し
た
上
で
路
線
の
修
正
を
行
お
う
と
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
路
線
修
正
に
よ
っ
て
一
八
一
八
年
五
月
に
は
新
し
い
自
治
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

勅
令
と
新
し
い
憲
法
が
生
み
綴
さ
れ
た
。

　
営
業
制
度
に
関
し
て
も
、
基
本
的
政
策
に
変
更
は
な
く
、
ツ
ン
フ
ト
に
対
し
て
国
家
機
関
に
よ
る
厳
し
い
監
視
と
規
制
を
加
え
る
と
い
う
モ

ン
ジ
ュ
ラ
時
代
の
政
策
が
継
承
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
営
業
認
可
権
の
一
部
は
国
家
の
機
関
か
ら
自
治
体
の
乎
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

八
一
八
年
の
新
し
い
自
治
体
勅
令
は
モ
ン
ジ
ュ
ラ
時
代
と
比
べ
れ
ば
自
治
体
の
権
限
を
大
幅
に
拡
大
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
都
市
型
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

体
に
お
い
て
は
自
治
体
当
局
が
再
び
営
業
の
認
可
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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モ
ン
ジ
ュ
ラ
失
脚
後
に
生
ま
れ
た
営
業
制
度
の
こ
の
よ
う
な
状
態
は
一
八
二
五
年
ま
で
続
き
、
一
八
二
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
営
業
制
度

を
統
～
的
に
規
律
す
る
営
業
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
八
二
五
年
の
営
業
法
が
一
八
六
八
年
に
本
格
的
な
営
業
の

自
由
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
一
八
二
五
年
の

営
業
法
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
モ
ン
ジ
ュ
ラ
時
代
の
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
ツ
ン
フ
ト
の
特
権
は
掘
り
崩
さ
れ
た
が
、
営
業
制
度
の
あ
る
べ
き
姿
を
め
ぐ
る
議
論
は
こ
れ
で

終
息
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
政
府
部
内
で
は
な
お
営
業
の
自
由
導
入
の
是
非
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
し
、
手
工
業
者
の
間
に
も

営
業
認
可
の
緩
や
か
な
取
り
扱
い
や
物
件
的
営
業
権
の
規
制
に
対
す
る
不
満
が
欝
積
し
て
い
た
。
し
か
も
、
一
八
一
八
年
の
新
し
い
憲
法
に
よ

っ
て
議
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
う
し
た
手
工
業
者
の
不
満
に
は
政
治
的
捌
け
口
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
八
一
九
年
に
第
一
回
議
会
が
開
か
れ
る
と
、
議
会
に
は
さ
っ
そ
く
各
地
の
ツ
ン
フ
ト
か
ら
窮
状
を
訴
え
る
数
多
く
の
請
願
書
が
寄
せ
ら
れ

た
。
ま
た
手
工
業
者
の
不
満
を
背
景
に
下
院
議
員
の
間
か
ら
は
包
括
的
な
営
業
法
の
棚
定
を
求
め
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
営
業
法

の
具
体
的
な
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
議
員
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
と
り
わ
け
議
員
の
一
部
が
物
件
的
営
業
権

に
対
す
る
国
家
の
規
制
を
撤
廃
す
る
よ
う
要
求
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
営
業
の
自
由
に
賛
成
す
る
立
場
の
議
員
か
ら
強
い
反
発
が
起
こ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

結
局
、
会
期
中
に
は
議
論
に
決
着
が
付
か
ず
、
営
業
制
度
に
関
す
る
問
題
は
す
べ
て
委
員
会
の
審
議
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
二
回
議
会
は
三
年
後
の
一
八
二
二
年
に
開
か
れ
た
。
政
府
は
未
だ
営
業
法
の
法
案
を
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
議
員
の
側
か
ら
幾
つ
か

の
営
業
法
の
草
案
が
提
出
さ
れ
、
再
び
親
ツ
ン
フ
ト
派
と
営
業
の
自
由
派
の
論
争
と
な
っ
た
。
議
論
は
今
回
も
委
員
会
へ
の
付
託
に
よ
っ
て
棚

上
げ
と
な
っ
た
が
、
今
回
は
委
員
会
に
よ
っ
て
完
全
な
営
業
の
自
由
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
た
。
ま
た
会
期
末
に
は
、

政
府
も
、
営
業
法
案
を
準
備
し
て
い
る
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
、
経
済
的
混
乱
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
の
で
全
面
的
な
営
業
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

由
の
導
入
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
議
会
側
に
伝
え
た
。

　
議
員
の
改
選
を
経
て
一
八
二
五
年
に
第
三
回
議
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
政
府
は
よ
う
や
く
包
括
的
な
営
業
法
案
を
捷
出
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
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六
月
一
五
日
に
示
さ
れ
た
営
業
法
案
は
、
他
の
二
つ
の
法
案
、
す
な
わ
ち
本
籍
地
法
、
定
住
婚
姻
法
の
法
案
と
一
組
に
な
っ
て
い
た
（
三
法
案
と

も
ラ
イ
ン
左
岸
の
領
土
は
最
初
か
ら
対
象
外
）
。
本
籍
地
法
は
バ
イ
エ
ル
ン
の
国
民
が
必
ず
特
定
の
自
治
体
に
本
籍
地
を
漸
く
べ
き
こ
と
を
定
め
て

お
り
、
定
住
婚
姻
法
は
新
し
い
自
治
体
に
本
籍
地
を
移
し
た
り
、
結
婚
し
た
り
す
る
際
の
条
件
を
定
め
て
い
た
。
新
し
い
本
籍
地
の
設
定
や
結

婚
に
は
土
地
所
有
、
営
業
権
の
保
持
、
給
与
な
ど
の
定
収
入
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
営
業
権
に
つ
い
て
は
別
途
営
業
法
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

っ
て
規
定
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
法
案
は
関
係
委
員
会
で
の
審
議
の
後
、
七
月
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
下
院
本
会
議
で
採
択
さ
れ
、
若
干
の
手
直
し
を
経
て
九
月

一
一
日
に
は
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
営
業
法
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
法
律
と
し
て
施
行
す
る
の
は
難
し
か
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
律
は
議
会
に
提
案
さ
れ
た
当
初
か
ら
骨
格
と
な
る
一
般
的
規
定
し
か
含
ん
で
お
ら
ず
、
実
際
に
適
用
す
る
場
合
に

必
要
な
細
目
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
議
会
内
に
曾
池
業
者
寄
り
の
議
員
が
多
い
と
見
た
政
府
が
営
業
制
度
の
基
本
原
則
だ
け
を
議
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

確
認
さ
せ
、
運
用
面
で
の
政
府
の
裁
量
の
余
地
を
広
げ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
虜
ら
意
図
的
に
作
り
出
し
た
営
業
法
の
こ
の
欠
落
部
分
を
埋
め
る
た
め
、
政
府
は
一
八
二
五
年
一
二
月
二
八
欝
に
下
級
宮
丘
へ
の
訓
令
と
い

う
形
で
営
業
法
実
施
の
た
め
の
施
行
細
則
を
制
定
し
た
。
こ
の
施
行
細
則
は
営
業
法
の
基
本
規
定
の
枠
内
で
で
き
る
だ
け
自
由
な
営
業
活
動
を

認
め
る
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
。
政
府
は
現
段
階
で
は
営
業
の
自
由
の
導
入
を
時
期
尚
早
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
い

ず
れ
導
入
は
避
け
ら
れ
な
く
な
る
と
見
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
営
業
制
度
を
完
全
な
自
由
化
の
方
向
へ
導
く
た
め
の
主
導
権
を
確
保
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
そ
れ
で
は
、
一
八
二
五
年
の
営
業
法
と
そ
れ
を
補
完
す
る
訓
令
に
よ
っ
て
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
営
業
糊
度
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
営
業
綱
度
の
第
一
の
柱
は
、
商
工
業
の
営
業
に
は
公
的
機
関
に
よ
る
認
可
が
必
要
で
あ
り
、
営
業
の
認
可
は
商
工
業
者
の
個
人
的
能
力
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
柱
は
、
旧
来
の
ツ
ン
フ
ト
が
解
散
さ
れ
、
営
業
協
会
と
呼

ば
れ
る
商
工
業
者
の
団
体
が
全
国
一
律
の
基
準
に
従
っ
て
組
織
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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儲
　
商
工
業
の
営
業
に
当
世
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
営
業
法
の
第
へ
条
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
大
原
則
で
あ
る
い
た
だ
し
、
鼠
壁

が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
農
村
の
亜
麻
織
物
、
伝
統
的
に
ツ
ン
フ
ト
外
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
職
業
や
芸
術
活
動
な
ど
の
場
合
に
は
認
可

は
不
要
で
あ
っ
た
。
営
業
の
認
可
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
都
市
型
自
治
体
に
お
い
て
は
自
治
体
当
局
が
、
農
村
に
お
い
て
は
地
方
裁
判

所
（
郡
役
所
に
粗
当
）
や
そ
れ
に
対
応
す
る
第
一
級
領
主
裁
判
所
が
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
内
務
省
が
行
っ
て
い
た
工
場
と
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

…
ル
醸
造
所
の
認
可
は
引
き
続
き
特
別
扱
い
と
さ
れ
、
管
区
派
遣
長
官
（
県
知
事
に
相
嚢
）
が
認
可
を
担
当
し
た
。

　
営
業
の
認
可
は
申
請
老
の
個
人
的
能
力
を
審
査
し
て
与
え
ら
れ
た
。
手
工
業
者
の
場
合
に
は
、
営
業
能
力
は
通
常
の
徒
弟
修
行
を
経
て
い
る

こ
と
、
職
人
と
し
て
遍
歴
し
て
い
る
こ
と
、
能
力
試
験
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
徒
弟
や
職
人
に
関
し
て
は
一
八
二
五

年
の
営
業
制
度
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
の
規
則
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
徒
弟
の
年
齢
や
期
間
の
調
限
は
も
は
や
見
ら
れ
ず
、
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

人
の
遍
歴
期
間
も
一
律
に
三
年
と
さ
れ
た
。
ま
た
徒
弟
の
修
業
証
書
は
当
局
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
能
力
試
験
は
こ
れ
ま
で

の
親
方
試
験
に
代
わ
る
も
の
で
、
徒
弟
修
行
の
修
了
と
三
年
閾
の
遍
歴
が
受
験
の
条
件
で
あ
っ
た
。
管
区
派
遣
長
官
の
役
所
が
試
験
を
行
う
建

築
関
係
の
親
方
の
場
合
以
外
は
、
各
地
の
営
業
協
会
に
設
け
ら
れ
た
試
験
委
員
会
が
こ
の
試
験
を
担
当
し
た
。
試
験
委
員
会
は
監
督
当
局
か
ら

派
遣
さ
れ
る
派
遣
員
、
営
業
協
会
の
二
人
の
会
長
、
受
験
者
が
推
薦
す
る
二
人
の
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
受
験
者
は
同
じ
職
種
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ど
の
地
域
の
試
験
委
員
会
を
選
ぼ
う
と
自
由
で
あ
っ
た
。

　
営
業
認
可
の
審
査
は
以
上
の
よ
う
な
徒
弟
修
行
、
遍
歴
、
能
力
試
験
合
格
を
証
明
す
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
が
通
則
で
あ
っ
た
が
、

販
路
が
限
定
さ
れ
て
い
る
職
種
に
つ
い
て
は
地
域
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
医
療
関
係
な
ど
の
特
殊
な
職
種
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
り
厳
し
い
基
準
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
親
方
の
未
亡
人
や
遺
児
の
営
業
継
続
に
対
し
て
は
引
き
続
き
配
慮
が
行
わ
れ
た
。

　
物
件
的
営
業
権
は
営
業
権
が
当
局
に
よ
っ
て
個
人
に
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
原
則
と
大
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
二
五
年
の
営

業
制
度
に
お
い
て
も
な
お
存
続
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
物
件
的
営
業
権
の
所
有
者
も
実
際
に
営
業
を
行
う
場
合
に
は
個
人
的
な
営
業

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
物
件
的
営
業
権
の
所
有
者
が
自
ら
個
人
的
資
格
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
資
格
の
あ
る
者
に
仕
事
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衷1　ネルトリンゲン営業協会（1828年1月1日発足）

営　業　協会 所　属　職　種 派遣員（参審会員） 会 長

建築業者

パン屋と製粉業者

醸三豊業者と牙蕎屋

金属加工業者

皮なめし業者

商人身分

工芸的職種

左官

大工

煙突掃除人

指物師

ガラス加工業者

煉瓦製造業者

舗装業者

パン屋

製粉業者

ビール醸造業者

宿屋

貸馬業者

蹄鉄鍛冶屋

釘製造業者

錠前師

鱗製造業者

ナイフ製造業者

斧製造業者

工具製造業者

銅継工師

銃製造業者

研師

白なめし業者

赤なめし業者

革紐製造業者

商人

小規模商人
レープクーヘソ製造
　業者
），Y一屋

縁飾製造業者

靴下製造業者

運送業者

薬剤師

外科医

床屋

印刷業者

製本業者

ペンキ屋

染色業者

ヴオルフ（雑貨商）

ライニケ（食料雑貨商）

ヴュンシ＝（商人）

ボイエルレン（商人）

プリクヒンガー

（薬剤師）

ゼーニング（染色業者）

ウンライソ（指物師）

ハイス（大工）

バーダー（パソ屋）

ルター（パン屋）

エルトマンスデルファー

（宿屋）

オスタータ・・一ク

（ビール醸造業者・宿屋）

ミュラー（銅細工師）

ミュラー（蹄鉄鍛冶麗）

ケスラPt

ウルリヒ

エプライン（商人）

レーレン（レーブクーヘン

製造業者）

ボイエルレン（商人） ヴォルフ（薬剤師）

カー一デソ（錫加工業者）
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一九世紀前半のバイエルン董国における営業調度（谷口）

衣料製造業者

亜麻織物業者

肉屋

農業のための

職種

靴屋

ロープ製造業者，

穀物運搬業者，

石鹸製造業者

羊毛加工業者

櫛製造業者

盤製造業嚢

時計製造業者

金細工師

ノミックノレ製造業者

針製造業着

鐘鋳造業者

ブリキ加工業者

二型工業者

仕立屋

毛皮師

袋物製造業者

三子製造業者

ボタン製造業者

亜麻織物業者

絃三四造業者

肉歴

鞍師

車大工

繊麗

舗製造業者

鞭韓細工師

刷毛製造業春

骨細工師

製陶業者

菜園業者

難屋

靴型製造業者

ロi・一プ製造業者

穀物運搬業者

穀物仲買人

石鹸製造業者

澱粉製造業春

二毛布製造業者

毛織物業者

毛織物裁断業者

ツSイク製造業者

ヴォルフ（雑貨商）

ヴァインマソ（山畠）

ライ＝ケ（商入）

シューーレ（ツォイク製造

業者）

リュール陣立屋）

リパハー（毛皮師）

シェーフレソ

ヴェーバー

マノレシ”

エー一■レソトライヒ

シュトゥルム（鞍師）

シュナイ5（刷毛製造業者）

ブリクヒンガー

（薬剤師）

シューレ（ツri・イク製造

業者）

ヴアインマン（商人）

マン不ス

オスターマイヤー

ミュンツィンガー（Pt　一プ

製造業者）

シュトラウス（穀物運搬業

者）

ヴュルツ（粗毛布製造業者）

ヴ＝ルレ（粗毛布製造業者）

51　（2e7）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

場
の
管
理
を
請
け
負
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
㈹
　
新
し
い
営
業
制
度
の
第
二
の
柱
は
ツ
ン
フ
ト
に
代
わ
っ
て
営
業
協
会
と
呼
ば
れ
る
商
工
業
者
の
団
体
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
営

業
協
会
は
ツ
ン
フ
ト
と
同
じ
よ
う
に
会
員
へ
の
営
業
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
新
し
い
商
工
業
者
の
育
成
、
徒
弟
や
職
人
に
対
す
る
監
督
、
共

有
財
産
の
管
理
、
窮
乏
し
た
会
員
の
援
助
に
当
た
る
も
の
と
さ
れ
た
。
営
業
協
会
は
管
区
（
県
に
相
当
）
直
属
の
第
一
級
都
市
の
場
合
は
都
市
毎

に
、
そ
れ
以
外
の
所
で
は
地
方
裁
判
区
（
郡
に
網
当
）
や
領
主
裁
判
区
毎
に
同
じ
職
種
の
商
工
業
者
を
集
め
て
組
織
さ
れ
た
。
区
域
内
で
同
じ
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

種
の
親
方
が
一
二
人
に
満
た
な
い
場
合
に
は
類
縁
の
職
種
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
営
業
協
会
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
営
業
協
会
に
対
す
る
当
局
の
監
視
は
厳
し
く
、
第
一
級
都
市
の
営
業
協
会
の
場
合
に
は
市
当
局
の
一
員
が
、
地
方
裁
判
区
や
領
主
裁
判
区
の

場
合
に
は
地
方
裁
判
所
（
郡
役
所
に
相
当
）
や
領
主
裁
判
所
の
一
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
営
業
協
会
に
派
遣
員
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
、
直
接

営
業
協
会
の
指
導
に
当
た
っ
た
。
派
遣
員
は
自
ら
が
監
督
し
て
い
る
営
業
協
会
の
会
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
派
遣
員
の
下
で
営
業

協
会
の
実
際
の
運
営
を
行
う
者
と
し
て
二
名
の
会
長
が
会
員
の
中
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
会
長
の
任
期
は
二
年
で
、
再
選
可
。
毎
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
人
が
改
選
と
な
っ
た
。
ま
た
必
要
な
場
合
に
は
特
別
の
会
計
係
を
選
出
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
営
業
協
会
は
毎
年
一
圓
監
督
当
局
が
定
め
た
日
に
年
次
集
会
を
開
催
し
た
。
集
会
に
は
必
ず
派
遣
員
が
出
席
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

会
員
も
集
会
に
参
加
し
、
終
了
時
ま
で
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
た
。
集
会
に
お
け
る
会
員
の
席
次
と
発
言
順
序
は
、
以
前
の
ツ
ン

フ
ト
へ
の
、
あ
る
い
は
営
業
協
会
へ
の
加
入
順
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
集
会
で
は
前
年
度
の
新
入
会
員
に
つ
い
て
の
報
告
、
会
計
報
告
、
会
長

選
挙
が
行
わ
れ
、
協
会
の
活
動
に
係
わ
る
そ
の
他
の
事
項
も
審
議
さ
れ
た
。
監
督
妾
局
の
承
認
を
得
た
異
界
に
は
臨
時
集
会
を
開
く
こ
と
も
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

能
で
あ
っ
た
。
集
会
の
決
定
は
出
席
者
の
多
数
決
に
よ
っ
た
が
、
完
全
な
効
力
を
持
つ
に
は
監
督
当
局
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
概
要
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
一
八
二
五
年
の
営
業
法
と
そ
れ
を
実
行
に
移
す
た
め
の
訓
令
は
そ
れ
ま
で
様
々
の
法
令
に
散
ら
ば
っ
て

い
た
営
業
制
度
に
関
す
る
規
則
を
一
つ
に
纏
め
た
内
容
を
持
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ツ
ン
フ
ト
を
営
業
協
会
に
置
き
換
え
る
な
ど
の
変
更
も

加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
営
業
欄
体
に
対
す
る
当
局
の
監
視
を
よ
り
合
理
約
に
行
う
光
め
の
措
禮
に
過
ぎ
ず
、
一
八
二
五
年
の
営
業
体
制
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は
基
本
的
に
は
モ
ン
ジ
ュ
ラ
時
代
以
来
の
営
業
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
雷
え
る
。

　
こ
う
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
一
八
二
五
年
に
統
一
的
な
営
業
法
に
基
づ
く
営
業
制
度
が
発
足
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
体
面
は
、
統
一
的
営
業

法
に
よ
っ
て
新
規
参
入
者
に
対
す
る
審
査
が
厳
し
く
な
り
自
分
た
ち
の
権
益
が
守
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
た
既
存
の
手
工
業
親

方
た
ち
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
八
三
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
七
月
革
命
が
発
生
し
、
そ
の
余
波
が
バ
イ
エ
ル
ン
に

も
及
ぶ
と
、
営
業
法
の
修
正
が
政
治
間
題
の
一
つ
と
し
て
浮
上
し
、
営
業
二
度
は
手
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後
に
そ
の

経
緯
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
七
月
革
命
の
影
響
に
よ
っ
て
一
八
三
〇
年
の
秋
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
騒
乱
が
発
生
し
、
年
末
に
行
わ
れ
た
下
院
議
員
選
挙
で
は
野

党
系
議
員
が
数
多
く
当
選
し
た
。
こ
の
た
め
、
一
八
三
一
年
の
第
五
圏
議
会
は
そ
れ
ま
で
の
議
会
と
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
荒
れ
模
様
と
な

り
、
五
月
に
は
下
院
で
の
票
決
に
敗
れ
て
内
務
大
臣
が
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
る
事
態
も
生
じ
た
。
営
業
問
題
に
関
し
て
も
、
今
回
の
議
会
で
は

下
院
の
当
該
委
員
会
が
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
、
営
業
法
と
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
訓
令
の
改
正
、
自
治
体
や
営
業
団
体
の
裁
量
権
の
拡

大
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
。
委
員
会
の
こ
の
よ
う
な
動
き
を
受
け
て
、
そ
の
後
、
上
下
両
院
の
問
で
協
議
が
行
わ
れ
、
両
院
は
一
致
し
て
営
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
自
由
の
方
向
へ
傾
斜
し
た
営
業
法
の
解
釈
を
取
り
止
め
、
訓
令
を
全
面
的
に
改
訂
す
る
よ
う
政
府
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
八
三
四
年
に
開
か
れ
た
次
の
第
六
回
議
会
は
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
じ
議
員
が
議
会
を
構
成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
内
務
大
臣

が
議
会
と
の
対
立
を
回
避
す
る
方
針
を
取
っ
た
た
め
、
平
穏
の
内
に
終
了
し
た
。
営
業
法
と
定
住
婚
姻
法
に
関
し
て
も
、
政
府
は
議
会
の
要
求

を
容
れ
て
、
営
業
認
可
や
定
住
の
条
件
を
厳
し
く
す
る
修
正
案
を
議
会
に
提
篤
し
た
。
政
府
が
修
正
案
提
出
に
踏
み
切
っ
た
背
景
に
は
、
議
会

対
策
の
他
に
、
三
法
成
立
以
後
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
認
可
を
受
け
た
商
工
業
者
が
三
万
六
〇
〇
〇
食
余
り
も
増
加
し
、
ま
た
自
治
体
の
救
貧
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

度
の
出
費
も
著
し
く
増
加
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

　
政
府
の
修
正
案
に
対
し
て
自
由
派
の
中
か
ら
は
一
八
二
五
年
の
法
律
を
堅
持
せ
よ
と
の
声
も
上
が
っ
た
が
、
政
府
案
は
若
干
の
手
直
し
を
経

て
可
淡
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
定
住
婚
姻
法
に
つ
い
て
は
七
月
一
日
に
新
し
い
改
訂
版
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
、
営
業
法
に
つ
い
て
は
国
王
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ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
改
訂
を
許
可
し
な
か
っ
た
．
こ
の
た
め
、
一
八
二
五
年
の
営
業
法
は
そ
の
ま
ま
と
さ
れ
、
七
月
一
日
付
け
で
実
施
の
た
め
の

訓
令
の
み
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
決
議
が
全
面
的
に
覆
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
七
月
二
三
日
に

は
内
務
省
が
決
議
の
趣
旨
に
沿
っ
て
営
業
法
の
新
し
い
解
釈
を
示
し
、
今
後
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
営
業
認
可
の
前
提
条
件
の
一
つ
と
し
て
既
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
親
方
の
経
済
状
態
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
関
係
当
局
に
命
令
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
営
業
法
自
体
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
八
三
四
年
を
境
に
認
可
当
局
は
手
工
業
の
人
員
過
剰
を
訴
え
て
新
規
参
入

者
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
既
存
の
親
方
の
声
に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
営
業
権
の
賦
与
は
以
前
に
比
べ
れ
ば
厳
し
い
取
り
扱
い
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
欄
度
は
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
こ
の
一
八
三
四
年
の
修
正
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
状
態

を
保
つ
。

　
一
九
世
紀
半
ば
以
降
は
本
稿
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
営
業
制
度
の
そ
の
後
の
変
化
を
付
記
し
て
お
こ
う
。
一
八
四
八
年
に
革
命
が
勃
発
す
る

と
ド
イ
ツ
全
体
の
動
き
に
呼
応
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
自
律
的
な
手
工
業
団
体
の
再
建
を
求
め
る
手
工
業
者
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
は
、
全
ド
イ
ツ
営
業
条
令
の
制
定
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
手
工
業
者
の
期
待
に
答
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
⑳

が
で
ぎ
な
か
っ
た
。
革
命
が
挫
折
し
た
後
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工
業
者
の
不
満
は
再
び
国
内
の
議
会
に
流
れ
込
み
、
議
会
内
で
は
既
存
の
手
工

業
親
方
へ
の
配
慮
を
求
め
る
声
が
更
に
強
ま
っ
た
。
ま
た
政
府
も
政
治
的
な
不
安
定
要
因
を
除
去
す
る
た
め
議
会
の
意
向
に
応
じ
て
手
工
業
者

対
策
を
強
化
す
る
方
針
を
固
め
た
。
一
八
五
三
年
一
二
月
一
七
日
よ
う
や
く
政
府
部
内
で
長
い
間
検
討
さ
れ
て
い
た
営
業
法
運
用
の
た
め
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
い
訓
令
が
公
布
さ
れ
た
。
毒
し
い
訓
令
は
既
存
の
親
方
の
生
計
の
保
全
に
関
す
る
詳
し
い
規
定
を
設
け
る
な
ど
手
工
業
へ
の
新
規
参
入
を
一

段
と
難
し
く
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
以
後
、
一
八
六
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
全
体
が
営
業
の
自
由
へ
の
全
面
的
な
方
向
転
換
を
行
う
ま
で
、

バ
イ
エ
ル
ン
で
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
も
最
も
手
工
業
親
方
に
な
り
に
く
い
時
代
が
続
く
の
で
あ
る
。
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の
手
工
業
者
運
動
」
隣
志
祉
大
学
人
文
科
学
研
究
委
曲
『
社
会

　
科
学
』
署
ρ
ω
c
。
罵
九
～
八
四
買
参
照
。

⑳
　
一
八
五
一
瓢
年
の
訓
令
の
内
容
に
つ
い
て
は
勺
。
℃
や
薗
．
P
O
こ
Q
陰
■
ざ
り
四
一
劇
を

　
見
よ
。
そ
の
後
一
八
六
〇
年
代
に
は
営
業
の
自
由
へ
の
転
換
が
蒋
代
の
流
れ
と
な

　
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
、
一
八
六
二
年
に
規
制
を
大
幅
に
緩
和
し
た
新
し

　
い
訓
令
が
公
布
さ
れ
た
後
、
一
八
六
八
年
に
は
営
業
の
自
由
を
認
め
る
新
し
い
當

　
業
法
が
側
…
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
制
度
は
一
九
世
紀
初
め
の
モ
ン
ジ
ュ
ラ
改
革
に
よ
っ
て
大
き
く
変
容
し
た
。
そ
の
後
一
八
二
五
年
に
は
営
業
法
が
制
定

さ
れ
、
一
八
三
四
年
に
な
る
と
営
業
法
の
取
り
扱
い
に
若
干
の
修
正
が
施
さ
れ
た
が
、
一
九
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
当
局
が
手
工
業
者
を
統
制

下
に
置
き
、
新
規
参
入
を
左
右
す
る
と
い
う
モ
ン
ジ
ュ
ラ
改
革
時
代
の
基
本
路
線
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
九
世

紀
前
半
の
営
業
制
度
の
下
で
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工
業
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に

55 （211）



表2

パン屋

魚麗

菜園業者

菓子屋

レープクーヘソ

　製造業者

肉屋

帽子製造業者

仕立屋

縁飾製造業者

ボタン製造業者

染色業者

ロープ製造業者

毛織物裁断業者

羊毛紡績業者

手袋製造業者

毛皮師

革紐製造業者

鞍師

袋物製造業者

赤なめし業者

白なめし業者

樹皮なめし業者

戦屋

靴修理業者

ガラス加工業者

製陶業者

ペソキ屋

左宮

石工

大工

ブリキ加工業者

金箔師

金細工師

ノミックノレ製造業者

蹄鉄鍛冶屋

武器鍛冶屋

鍛造鍛冶屋

銅細工師

針製造業者

1810～11年

親方i職人織人襯方
8，624人

1，154

　809

　163

348

7．208

　696
18，351

　521

　168

　929

　902

　152

　ge

　54
　499

　257
1，353

　Jr33

　970

　725

　609
19，393

　81

1，293

1，696

　347

3，542

　109

3，147

　258

　58
　438

　256

8，292

　97
　126

　657

　489

2，667人．

　141

　193

　27

104
1，g27　1

O．31

0．12

0，24

0．17

O．30

0．27

｝

　291

4，448

　137

　43
　256

　307

　37

　0

　40
147

　68
3Q4

　199

303

255

275

5，909

　29

　244

　752

　25
10，604

　1e8
9，574

　102

　44

　186

　70
2，73e

　122

300

696

285

8
i
；
2

gl：6，／

g
l
i
2
0．24

1
：
鵜

g
，
i
i
］
g
l
i
i
］

glg・g］

e．19

e．44

0，07

2．99

0．99

3．e4

o．4e
：
i
－
1：
，
l
l
，
1
，
］

glgg，

1847年

親別使瓢陶人／描
8，887人

1，574

1，997

811

8，880

　619

17，366

712

1，095

1，365

4e6

218

231

567

2，664

2，t162

25，019

1，876

2，257

1，199

3，982

　815

2，655

745

159

573

470

10，610

6，335人l　　G，71

448　1　O．28
　　　1
　927　［　O，46

649

5，447

　676
12，054

511

879

1，130

268

214

251

342

2ユG9

2，101

18，978

1，074

2，349

1，156

24，936

2，153

19，884

776

662

476

493

9，330

386　i　412

52e　i　382

e．so

O．61

1．09

0．69

e．72

O．80

0．83

e．66

e98

1．09

0．60

029

O．85

e．76

O，57

1．04

0．96

6．26

2．64

7．49

1．e4

4．lno

e．83

1，05

O．88

1．07

0．73

56　（212）



1ユ0

O．68

0．68
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O．08　f
g
g
g
／

O．58　（

：
・
l
i
！
・
1

1
：
裟

16

ｴ
3
2
7
1
2
5
6
6
2
5
2
7
㎜
珈
5
9

　191

2，352

　　53

　190

　　72

　114

　157

　129

1，010

　737

　241

O．56

0．49

0．60

0．93

0．94

0．59

e．51

1．25

1．46

0，23

O．47

O．72

3，766

245

工β87

　484

Z408

3，356

1，272

1，018

　633

　401

532

366

6，738

　495

2，306

　521

7，880

5，668

2，0re8

　817

　434

1，753

1，124

　506

O．22

0．33

0．16

0．35

e．35

0．22

979

　　39

206

　　78

1，658

830

g
g
is
i
g
i

舗
059

㎜
賊
鵬
8
9
6
羽
皿

4，443

　117

1，261

　220

4，684

3，789

1，95S

　382

　248

　254

　435

　126

　205

節製造業者

錠前師

錐製造業心

置製造業手

鑓製造業者

ナイフ製造業者

鋏研師

コンパス製造業者

三盛造業者

時計製造業者

錫加工業巻

樽屋

刷毛製造業者

饒輕細工師

櫛製造業者

指物師

車大工

床屋と外科医

製本業者

煙突掃除人

籠製造業者

石鹸製造業者

蝋燭製造業果

皮剥業者

1．e5O．47 137，2・64　1　143，6891e9，682 51，351計合

し
た
い
。

　
出
発
点
と
な
る
一
九
世
紀
初
頭
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工

業
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
一
八
一
〇
年
か

ら
一
一
年
差
か
け
て
作
成
さ
れ
た
モ
ン
ジ
ュ
ラ
政
府
の
産

業
統
計
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
一
九
世
紀

半
ぼ
の
手
工
業
の
様
子
に
関
し
て
は
、
一
八
四
七
年
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

わ
れ
た
内
務
省
統
計
局
の
統
計
調
査
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
統
計
に
は
商
工
業
の
職
種
が
広
く
記
載
さ
れ
て

お
り
、
ど
の
職
種
を
手
工
業
と
し
て
取
り
上
げ
る
か
に
つ

い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
時
期

の
比
較
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
、
両
方
の
統
計
に
共
通

し
て
数
値
が
現
れ
る
職
種
の
う
ち
四
五
の
職
種
を
手
工
業

と
見
な
す
こ
と
に
し
た
い
。
一
八
四
七
年
の
統
計
で
は
、

こ
の
四
五
の
職
種
の
親
方
の
総
数
が
「
手
工
業
及
び
主
に

地
域
的
需
要
の
た
め
活
動
し
て
い
る
営
業
」
に
分
類
さ
れ

て
い
る
職
種
の
親
方
の
総
数
の
九
一
％
を
占
め
て
い
る
の

で
、
手
工
業
全
体
の
動
向
を
こ
れ
ら
の
職
種
に
よ
っ
て
把

握
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
先
ず
一
八
一
〇
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
の
状
況
を
概
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観
し
て
み
よ
う
（
表
2
参
照
）
。
こ
の
時
期
に
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
で
は
上
記
の
四
五
の
職
種
に
お
い
て
一
〇
万
九
六
八
二
人
の
親
方
と
五
万
二
二

五
一
人
の
職
人
が
働
い
て
い
た
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
一
六
万
一
〇
三
三
人
の
手
工
業
者
と
な
る
。
当
時
の
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
人
口
は
三
三

三
万
人
、
従
っ
て
こ
の
四
五
の
職
種
の
手
工
業
者
が
人
口
一
〇
〇
〇
人
に
占
め
る
割
合
（
手
工
業
者
密
度
）
は
四
八
人
、
親
方
の
み
の
場
合
（
親
方

密
度
）
は
三
三
人
と
な
る
。
一
方
、
親
方
一
人
当
た
り
の
職
人
の
数
を
見
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
○
・
四
七
人
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
な
お
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
の
統
計
で
は
徒
弟
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
数
値
に
は
徒
弟
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
最
も
近
い
一
七
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工
業
統
計
で
は
徒
弟
が
職
人
の
お
よ
そ
二
六
％
に
栢
当
す
る
数
を
占
め
て
い
る
。
仮
に
こ
の
比
率
が
一
八
一
〇
年
か

ら
一
一
年
に
も
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
徒
弟
の
数
は
一
万
三
五
五
〇
人
余
り
と
な
る
。
こ
れ
を
加
え
れ
ば
、
手
工
業
者
密
度
は
四
八
人
か
ら

五
二
人
に
、
親
方
一
人
当
た
り
の
使
用
人
（
職
人
と
徒
弟
）
の
数
は
○
・
四
七
人
か
ら
○
・
五
九
人
に
上
昇
す
る
。

　
ち
な
み
に
、
一
八
○
○
年
前
後
の
ド
イ
ツ
全
体
と
バ
イ
エ
ル
ン
に
関
し
て
は
、
カ
ウ
フ
ホ
ル
ト
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
数
値
が
箕
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
全
体
の
手
工
業
者
密
度
は
五
六
人
、
親
方
密
度
は
三
六
人
、
親
方
一
人
当
た
り
の
使
用
人
の
数
（
経
営
規
模
）

は
○
・
五
四
人
と
な
っ
て
お
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
つ
い
て
は
手
工
業
者
密
度
五
九
人
、
親
方
密
度
三
七
人
、
親
方
一
人
当
た
り
の
使
用
人
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
・
六
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
が
四
五
の
職
種
を
対
象
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
関
す
る
こ

れ
ら
の
数
値
は
本
稿
の
数
字
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
バ
イ
エ
ル
ン
と
ド
イ
ツ
全
体
の
数
値
を
比
較
す
れ
ぱ
、

農
業
国
と
い
う
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
が
既
に
こ
の
時
期
に
全
ド
イ
ツ
水
準
の
手
工
業
者
密
度
や
経
営
規
模
に
到
達

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
四
五
の
職
種
を
食
品
、
繊
維
、
皮
革
、
建
築
、
金
属
、
木
材
、
そ
の
他
の
七
つ
の
部
門
に
区
分
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
（
そ
の
他
は
省

略
）
。
食
品
部
門
の
職
種
の
中
で
は
パ
ン
屋
（
親
方
数
八
穴
二
四
人
）
と
肉
屋
（
七
二
〇
八
人
）
が
極
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
ど
ち
ら

の
職
種
も
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
へ
の
加
入
率
は
極
め
て
高
い
（
パ
ソ
屋
九
五
％
、
肉
屋
九
六
％
）
。
分
布
の
中
心
は
ど
ち
ら
も
都
市
部
（
都
帯
と
市
場

町
）
に
あ
る
が
、
農
村
に
も
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
（
パ
ソ
屋
の
親
方
の
四
七
％
、
肉
屋
の
親
方
の
四
〇
％
が
農
村
に
分
布
。
な
お
こ
の
時
期
に
は
人
口
の
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一九世紀前半のバイエルン王国における営業制度（谷ロ）

二
九
％
が
都
市
部
に
、
七
一
％
が
農
村
に
居
注
し
て
い
た
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
菓
子
屋
は
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
が
低
く
、
都
市
へ
の
集
中
度
が
高
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
特
徴
を
示
す
。
ま
た
菜
園
業
者
も
都
市
へ
の
集
中
度
が
高
い
。

　
繊
維
部
門
の
職
種
の
中
で
は
仕
立
屋
（
一
万
八
三
五
　
入
）
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
職
種
の
親
方
も
極
め
て
高
い
ツ
ン
フ
ト

加
入
率
を
示
す
（
九
九
％
）
。
し
か
し
、
地
理
的
に
は
都
市
部
と
農
村
に
均
等
に
分
布
し
て
い
る
（
仕
立
屋
親
方
の
六
九
％
は
農
村
に
分
布
）
。
仕
立

屋
と
並
ん
で
、
縁
飾
製
造
業
、
染
色
業
で
も
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
極
め
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
縁
飾
製
造
業
老
は
都
市
へ
の
集
中

度
も
高
い
。
な
お
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
織
物
関
係
の
職
種
は
、
都
市
部
に
集
中
す
る
も
の
と
、
農
村
に
分
布
の
中
心
が
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
と
に
二
極
分
解
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
皮
革
部
門
で
は
靴
屋
の
人
数
が
他
を
圧
倒
し
て
い
る
（
一
万
九
三
九
三
人
）
。
こ
の
職
種
で
も
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
極
め
て
高
い
（
九
九

％
）
。
し
か
し
、
仕
立
屋
と
同
じ
よ
う
に
、
地
理
的
に
は
都
市
部
と
農
村
へ
の
均
等
分
布
を
示
す
（
靴
屋
親
方
の
六
六
％
が
農
村
に
分
布
）
。
他
に
、

露
な
め
し
業
系
統
の
職
種
と
、
鞍
師
、
革
具
師
な
ど
革
加
工
業
系
統
の
職
種
が
か
な
り
の
人
数
を
占
め
る
。
ど
ち
ら
の
系
統
も
都
市
部
に
分
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
中
心
が
あ
り
、
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
極
め
て
高
い
。

　
建
築
部
門
で
は
左
官
（
三
五
四
二
人
）
と
大
工
（
三
一
四
七
人
）
の
人
数
が
多
い
。
こ
の
二
つ
の
職
種
は
他
の
職
種
と
は
異
な
っ
て
伝
統
的
に
職

人
の
数
が
親
方
の
数
を
遙
か
に
上
回
る
と
い
う
特
徴
を
示
す
（
左
遷
の
場
合
も
大
工
の
場
合
も
、
親
方
一
人
当
た
り
の
職
人
の
数
は
既
に
こ
の
時
点
で
お

よ
そ
三
人
と
な
っ
て
い
る
）
。
ど
ち
ら
の
職
種
に
お
い
て
も
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
高
い
（
左
官
八
八
％
、
大
工
九
四
％
）
。
一
方
、
地
理
的
分
布
で

は
均
等
分
布
、
な
い
し
は
農
村
へ
の
傾
斜
が
児
ら
れ
る
（
左
官
の
親
方
の
七
〇
％
、
大
工
の
親
方
で
は
七
五
％
が
農
村
に
分
布
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
建
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

部
門
の
他
の
職
種
は
む
し
ろ
都
市
部
に
分
布
の
中
心
を
持
つ
。
ま
た
ガ
ラ
ス
加
工
業
、
製
陶
業
で
は
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
極
め
て
高
い
。

　
金
属
部
門
は
多
数
の
職
種
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
鉄
加
工
関
係
の
鍛
冶
屋
の
系
統
の
職
種
と
錠
前
師
の
系
統
の
職
種
が
二
大
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
人
数
の
上
で
は
、
と
り
わ
け
鍛
冶
屋
系
統
の
蹄
鉄
鍛
冶
屋
の
比
重
が
大
き
い
（
八
二
九
二
人
）
。
金
属
部
門
で
は
大

半
の
職
種
が
都
市
部
に
分
布
の
中
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
鍛
冶
屋
系
統
の
職
種
だ
け
は
例
外
的
に
農
村
へ
の
片
寄
り
を
示
す
（
踊
鉄
鍛
冶
屋
の
場
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経営規模

表3

・部門

1847年

（使用人／親方）

O．62

0．72

0．77

4，03

e，95

0．71

0．58

1810～11年

（職人／親方）

O．28

0．25

0．31

2．10

0．41

0．26

0．33

品
維
革
築
属
材
他

　
　
　
　
　
　
　
の

食
繊
皮
建
金
木
そ

て
高
い
数
値
を
示
す
以
外
に
は
、
部
門
間
に
大
き
い
格
差
は
見
ら
れ
な
い

き
い
と
雷
え
よ
う
。
建
築
都
門
の
数
値
が
高
い
の
は
、

人
）
が
多
数
の
職
人
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

工
師
（
一
・
〇
六
人
）
、
石
工
（
○
・
九
九
人
）
が
比
較
的
高
い
数
値
を
示
す
が
、

い
な
い
。

　
な
お
、
各
部
門
の
説
明
の
際
に
親
方
の
人
数
を
表
記
し
た
載
麗
、
仕
立
屋
、
パ
ソ
騰
、
蹄
鉄
鍛
冶
屋
、
肉
屋
、
指
物
師
、
樽
屋
、
車
大
工
、

左
官
、
大
工
の
一
〇
の
職
種
は
一
八
一
〇
年
か
ら
一
一
年
の
時
点
に
お
け
る
一
〇
大
職
種
を
構
成
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
職
種
の
比

重
は
非
常
に
大
き
く
、
こ
れ
ら
の
職
種
の
親
方
だ
け
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
四
五
の
職
種
の
親
方
の
七
四
％
を
占
め
て
い
る
。
手
工
業
親
方

の
分
布
は
、
こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
数
の
主
要
な
職
種
に
片
寄
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
一
八
四
七
年
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
（
表
2
参
照
）
。
手
工
業
は
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
統
計
が
作
成
さ
れ
た
後
の
四
〇
年
ほ
ど
の
間
に
ど
の

合
、
親
方
の
七
八
％
が
農
村
に
分
布
）
。
ま
た
金
属
部
門
で
は
全
般
的
に
親
方
の
ツ
ソ
ア
ト
加
入
率
が

　
　
　
　
　
　
⑧

高
く
な
っ
て
い
る
。

　
木
材
部
門
で
は
樽
屋
（
四
四
四
三
人
）
、
指
物
師
（
四
六
八
四
人
）
、
車
大
工
（
三
七
八
九
人
）
の
三
つ

が
人
数
の
多
い
職
種
で
あ
る
。
何
れ
の
職
種
に
お
い
て
も
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
は
極
め
て
高

い
（
樽
屋
九
六
％
、
指
物
師
九
七
％
、
車
大
工
九
八
％
）
。
地
理
的
分
布
に
つ
い
て
見
る
と
、
と
り
わ
け

車
大
工
が
農
村
へ
の
片
寄
り
を
示
す
（
樽
屋
親
方
は
六
六
％
、
指
物
師
親
方
は
五
九
％
が
農
村
に
分
布
。

車
大
工
の
親
方
の
場
合
は
七
三
％
が
農
村
に
分
布
）
。
　
木
材
部
門
で
は
、
　
他
に
漉
櫨
細
工
、
櫛
製
造
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
が
高
い
。

　
経
営
規
模
（
た
だ
し
親
方
一
人
当
た
り
の
職
人
の
数
で
代
用
）
に
関
し
て
は
、
建
築
部
門
が
際
立
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
3
を
見
よ
）
。
建
築
以
外
で
は
金
属
部
門
の
経
営
規
模
が
幾
分
大

　
　
　
　
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
大
工
（
親
方
一
入
当
た
り
三
・
〇
四
人
の
職
人
）
と
左
官
（
二
・
九
九

　
　
　
個
々
の
職
種
で
は
他
に
鍛
造
鍛
冶
屋
（
二
二
二
八
人
）
、
武
器
鍛
冶
屋
（
～
．
二
六
人
）
、
銅
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
門
全
体
や
手
工
業
全
体
の
経
営
規
模
に
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
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一九世紀前半のバイエルン王鼠における鴬業制度（谷口）

よ
う
な
変
化
を
蒙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
臆
壊
後
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
国
境
は
幾
分
移
動
し
て
い
る
の
で
（
テ
《

ロ
ル
と
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
放
棄
し
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
と
ブ
ァ
ル
ツ
を
獲
得
）
、
こ
こ
で
指
摘
す
る
変
化
は
厳
密
な
意
味
で
の
比
較
を
基
礎
に
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
八
四
七
年
の
時
点
で
は
本
稿
が
対
象
に
し
て
い
る
四
五
の
職
種
に
お
い
て
一
三
万
七
二
六
四
人
の
親
方
と
一
四
万
三
六
八
九
人
の
使
用
人

（
職
人
と
徒
弟
）
が
働
い
て
い
た
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
手
工
業
者
の
数
は
二
八
万
九
五
三
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
八
四
七
年
に
は
バ
イ
エ

ル
ン
王
国
は
四
五
〇
万
人
の
人
口
を
数
え
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
四
五
の
職
種
の
手
工
業
者
密
度
は
六
二
人
、
親
方
密
度
は
三
一
人
と
い
う

計
算
に
な
る
。
ま
た
親
方
一
人
当
た
り
の
使
用
人
の
数
（
経
営
規
模
）
は
、
一
・
〇
五
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
を
一
八
一
〇
年
か
ら
一
一
年

の
数
値
と
比
較
す
れ
ば
、
親
方
の
増
加
率
は
人
口
の
古
聖
率
を
幾
分
下
回
っ
て
お
り
、
手
工
業
者
密
度
の
上
昇
は
専
ら
人
口
増
加
の
速
度
を
上

ま
わ
る
使
用
人
の
増
加
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
使
用
人
が
増
加
し
た
結
果
今
や
親
方
の
数
を
越
え
る
使
用
人
が
手
工
業
で
働

く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
職
人
と
徒
弟
が
親
方
を
遙
か
に
上
回
る
勢
い
で
増
加
す
る
現
象
は
バ
イ
エ
ル
ン
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

プ
ロ
イ
セ
ン
の
場
合
、
一
八
＝
ハ
年
に
は
手
工
業
者
密
度
三
九
人
、
親
方
密
度
二
五
人
、
経
営
規
模
○
・
五
六
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
三
〇
年

後
の
一
八
四
六
年
に
は
手
工
業
者
密
度
五
二
人
、
親
方
密
度
二
八
人
、
経
営
規
模
○
・
八
四
人
に
変
化
し
て
い
る
。
親
方
密
度
が
上
昇
し
て
い

る
点
は
バ
イ
エ
ル
ン
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
使
用
人
は
や
は
り
親
方
を
遙
か
に
上
回
る
速
度
で
増
加
し
、
経
営
規
模
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
ま

た
ド
イ
ツ
全
体
を
見
て
も
、
一
八
○
○
年
前
後
の
手
工
業
者
密
度
五
六
人
、
親
方
密
度
三
六
人
、
経
営
規
模
○
・
五
四
人
か
ら
、
一
八
四
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
ら
四
七
年
に
は
乎
工
業
者
密
度
六
〇
人
、
親
方
密
度
三
二
人
、
経
営
規
模
○
・
八
七
人
と
い
う
数
値
に
変
化
し
て
い
る
。
職
人
と
徒
弟
が
親

方
よ
り
も
早
い
速
度
で
増
加
し
、
経
営
規
模
が
拡
大
す
る
こ
と
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ド
イ
ツ
手
工
業
の
一
般
的
趨
勢
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
部
門
別
に
見
た
場
合
一
八
四
七
年
の
手
工
業
は
ど
の
よ
う
な
様
摺
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
工
業
者
数
が
人
口
を
上
回
る
勢
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4

数方親部門

1847年

22，149／Y

2，1781

30，943

12，784

18，857

23，608

7，069

16．1　cro

lor　．g

22，5

9．3

13．7

17．2

5．1

1810～11年

エ8，306人

21，641

24，474

10，134

15，917

14，514

3，482

16．7cro

19．7

22．3

9．2

14．5

13．2

3．2

品
維
革
築
属
自
他

　
　
　
　
　
　
　
の

食
繊
皮
建
金
木
そ
合計ll・9・682 1oe．o

i　137，264
100．0

で
は
鯖
鉄
鍛
冶
屋
（
一
万
六
一
〇
人
）
と
錠
前
師
（
四
二
〇
三
人
）
、
木
材
部
門
で
は
樽
騰
（
六
七
三
八
人
）
、

六
六
八
人
）
の
数
が
多
か
っ
た
。
一
九
世
紀
前
半
の
手
工
業
に
部
門
間
の
、
あ
る
い
は
個
々
の
職
種
間
の
均
衡
を
覆
す
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
こ
と
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
つ
い
て
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　
経
営
規
模
を
見
て
も
、
部
門
間
の
関
係
に
変
化
を
衝
ら
す
よ
う
な
動
き
は
生
じ
て
い
な
い
（
表
3
参
照
）
。
引
き
続
き
建
築
部
門
の
経
営
規
模

の
み
が
際
立
っ
て
大
き
く
、
他
の
部
門
の
経
営
規
模
は
お
し
な
べ
て
小
さ
い
。
建
築
以
外
で
は
一
九
世
紀
初
め
と
同
じ
よ
う
に
金
属
部
門
の
経

営
規
模
が
幾
分
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
緬
々
の
職
種
に
目
を
遣
る
と
、
大
工
（
七
・
四
九
人
）
と
左
官
（
六
、
・
二
六
人
）
は
別
格
と
し
て
、
金
箔
師

（
四
二
六
人
）
、
石
工
（
二
・
六
四
人
）
が
急
速
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
の
が
園
立
つ
。
　
ま
た
煙
突
掃
除
人
（
丁
四
六
人
）
、
製
本
業
者

（　

D
二
五
人
）
の
経
営
規
模
も
幾
分
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
職
種
で
は
、
親
方
一
人
に
対
し
て
極
め
て
限
ら
れ
た
数
の

使
用
人
と
い
う
姿
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

い
で
増
加
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
、
ン
ジ
ュ
ラ
統
計
の
時
代
以
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
が

手
工
業
全
体
の
中
で
占
め
る
割
合
に
は
大
き
な
変
化
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
四
五
の
職
種
の
親
方

の
総
数
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
親
方
の
舎
計
が
占
め
る
割
合
を
見
る
と
、
繊
維
部
門
が
幾

分
縮
小
し
、
木
材
部
門
と
そ
の
他
の
部
門
が
幾
分
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ

れ
以
上
の
変
動
は
生
じ
て
い
な
い
（
蓑
4
参
照
）
。

　
手
工
業
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
が
占
め
る
割
含
に
目
立
っ
た
変
化
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
根
幹
を
な
す
職
種
に
も
入
れ
替
わ
り
は
生
じ
な
か
っ
た
。
食

晶
部
門
で
は
パ
ン
屋
（
親
方
敬
八
八
八
七
人
）
と
肉
屋
（
八
八
八
○
人
）
、
繊
維
部
門
で
は
仕
立
屋
（
一

万
七
三
六
六
コ
口
、
皮
革
部
門
で
は
靴
屋
（
二
万
五
〇
一
九
人
）
、
建
築
部
門
で
は
左
宮
（
三
九
八
二
人
）

と
大
工
（
二
六
五
五
人
）
が
相
変
わ
ら
ず
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
引
き
続
き
金
属
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
物
師
（
七
八
八
○
人
）
、
車
大
工
（
五
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一九世紀煎半のバイエルン王国における営業鋤度（谷口）

　
そ
れ
で
は
、
親
方
の
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
と
地
理
的
分
布
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
二
五
年
以
後
．
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
全
国
一
律
に
す
べ
て
の

手
工
業
親
方
が
営
業
協
会
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
職
種
に
よ
る
ツ
ン
フ
ト
加
入
率
の
違
い
は
も
は
や
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
一
八
四
七
年
時
点
で
の
職
種
の
地
理
的
分
布
に
つ
い
て
は
、
一
八
一
〇
年
か
ら
＝
年
と
同
じ
よ
う
な
形
で
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
地
理
的
分
布
に
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
な
い
こ
と
を
推
測
す
る
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
八
四
七
年
の
一
〇
大
職
種
を
バ
イ
エ
ル
ン
全
体
に
つ
い
て
見
る
と
、
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
統
計
の
時
期
と
殆
ど
変
わ
り
な
く
、
①
靴
屋
、
②
仕
立

屋
、
③
蹄
鉄
鍛
冶
屋
、
④
パ
ン
屋
、
⑤
肉
屋
、
⑥
指
物
師
、
⑦
樽
屋
、
⑧
車
大
工
、
⑨
錠
前
師
、
⑩
左
官
と
い
っ
た
職
種
が
顔
を
出
す
（
な
お

こ
の
導
出
で
も
こ
れ
ら
の
職
種
の
親
方
が
四
五
の
職
種
の
親
方
の
七
二
％
を
占
め
て
い
た
）
。
と
こ
ろ
が
、
都
市
の
一
〇
大
職
種
は
こ
れ
と
は
様
子
が
幾

分
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
は
、
①
靴
屋
、
②
仕
立
屋
、
③
指
物
師
、
④
錠
前
師
、
⑥
肉
屋
、
⑥
パ
ン
屋
、
⑦
革
具
師
、
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

菜
園
業
者
、
⑨
菓
子
屋
、
⑩
ペ
ン
キ
屋
が
一
〇
大
職
種
と
な
る
。
丙
老
を
比
べ
れ
ば
、
菜
園
業
者
、
菓
子
屋
な
ど
は
引
き
続
き
都
市
集
中
型
、

蹄
鉄
鍛
冶
屋
、
車
大
工
な
ど
は
相
変
わ
ら
ず
農
村
集
中
型
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
統
計
数
字
か
ら
見
る
限
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工
業
が
モ
ソ
ジ
ュ
ラ
改
革
以
後
の
営
業
欄
度
の
下
で
経
験
し
た
最
も
顕
著

な
変
化
は
、
職
人
と
徒
弟
の
急
増
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
手
工
業
の
根
幹
に
係
わ
る
よ
う
な
大

き
な
変
化
は
生
じ
て
い
な
い
（
た
だ
し
織
物
業
は
除
く
）
。
し
か
も
、
こ
れ
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
営
業
の

自
由
を
導
入
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
手
工
業
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
職
人
と
徒
弟
の
急
増
に
よ
っ
て
経
営
規
模
の
拡
大
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点

に
限
っ
て
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
手
工
業
全
体
に
関
し
て
も
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
制
度
は
ツ
ソ
ブ
ト
を
完
全

に
解
体
せ
ず
、
一
八
二
五
年
以
降
は
ツ
ン
フ
ト
を
営
業
協
会
に
衣
替
え
し
て
存
続
さ
せ
た
。
ま
た
一
八
三
四
年
に
は
新
規
参
入
の
条
件
も
幾
分

厳
し
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
営
業
制
度
は
傘
下
の
手
工
業
を
一
九
世
紀
前
半
の
手
工
業
全
体
の
流
れ

か
ら
懸
け
離
れ
た
方
向
に
は
誘
導
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
確
認
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
工
業
の
変
化
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
億
な
か
ろ
う
か
。
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①
　
　
モ
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緕
四
計
は
ジ
昌
㊦
σ
q
σ
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器
誉
ミ
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鵠
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O
馬
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ミ
ぴ
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ミ
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逮
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ミ
霜
哉
転
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ミ
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㌧
§
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二
男
人
触
∪
富
ω
こ
竃
貯
留
魯

　
お
①
9
ω
論
◎
Q
窃
－
卜
⊃
O
ω
に
纒
め
ら
れ
て
い
る
数
宇
を
利
用
し
た
。
ま
た
一
八
四
七
年

　
の
統
計
は
b
馬
寮
亀
ミ
ミ
、
ミ
二
陣
§
乱
靴
母
偽
馬
ミ
馬
尋
馬
§
偽
ミ
ミ
讐
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轟
恥
穿
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ミ
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ミ
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N
象
3
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ω
σ
q
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癖
切
≡
、
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鍔
離
日
。
び
o
p
同
Q
◎
⑦
N
ψ
H
Q
Q
I
ω
ド
の
数
字
を
利
田
心
し
た
。
劇
戴
値
は
す
べ
て
表
2
に
纒

　
め
て
あ
る
。
な
お
、
モ
ン
ジ
ュ
ラ
統
計
に
お
い
て
は
食
品
部
門
の
ビ
ー
ル
醸
造
業
、

　
火
酒
製
造
業
、
製
粉
業
、
繊
維
部
門
の
各
種
織
物
業
に
も
か
な
り
の
人
数
の
手
工

　
業
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
四
七
年
の
統
計
で
は
こ
れ
ら
の
職
種
は
何
れ

　
も
「
工
揚
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
を
手
工

　
業
に
は
加
え
な
か
っ
た
。

②
　
》
器
σ
q
σ
q
、
p
p
O
｛
ω
．
ω
Q
。
■

③
多
多
畠
。
軍
溶
缶
こ
9
藍
巴
回
α
q
肇
α
£
h
a
霞
§
σ
q
9
ω
紆
無
。
。
。
幽
δ
冨
寓
塁
阜

　
≦
①
旨
し
・
∬
艶
一
〇
。
O
P
一
『
〉
σ
①
ど
≦
‘
麟
冨
σ
q
・
℃
ミ
“
ミ
竃
ミ
隷
薦
馬
逡
ミ
偽
ミ
こ
鳶
9
周
ミ
ミ

　
敦
ミ
斜
O
勲
さ
回
σ
q
窪
お
¶
○
。
”
Q
り
顧
ω
8
Q
。
㊤
。

④
　
〉
器
σ
q
σ
q
b
騨
●
9
■
O
．
、
6
Q
’
δ
H
こ
b
。
P
一
◎
。
α
、
お
9

⑤
　
国
σ
⑦
p
瓜
9
。
」
6
0
・
一
〇
◎
q
h
・
”
む
O
h
■

⑥
国
σ
。
民
ρ
6
D
声
Q
。
①
し
露
。

⑦
国
σ
Φ
＆
p
．

⑧
　
ぱ
σ
o
＆
2
0
Q
．
一
Q
ひ
メ
δ
ト
ニ
．

⑨
筒
σ
①
罵
言
ω
L
Q
。
謡
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プ
ロ
イ
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数
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は
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。
ぴ
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二
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9
［
諺
お
誤
y
o
。
・
①
伊
諺
の
手
工
業
者
数
に
基
づ
く
。
ま
た
一
八
四
六
年
か
ら

　
四
七
年
の
ド
イ
ツ
全
体
の
数
値
は
〉
魯
覧
軍
§
島
乏
．
N
。
昼
琴
ω
σ
q
‘
ミ
山
景

　
昏
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漸
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隔
り
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悔
し
d
鳥
b
。
」
Q
Q
．
ω
鱒
b
。
の
手
工
業
者
数
に
よ
る
。
な
お
…
八
○
○
年
前
後
の
手
工

　
業
者
数
は
カ
ウ
フ
ホ
ル
ト
の
前
掲
論
文
と
三
郎
で
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
岡
霞

　
の
手
工
業
者
数
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
手
工
業
者
密
度
五
三
人
、
親
力
密
度
三
六

　
人
、
経
営
規
模
○
・
五
人
と
な
る
。

⑪
内
碧
爵
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蚕
匿
寓
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O
器
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。
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ぴ
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寓
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目
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肋
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騎
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§
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“
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§
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二
貯
漏
り
認
、
ω
．
ミ
G
。
．
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
手
工
業
に
お
い
て

　
職
種
間
の
関
係
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
既
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
指
摘

　
し
て
い
る
。
ω
畠
ヨ
。
＝
①
さ
ρ
P
ρ
、
ω
●
①
刈
b
G
。
P

⑫
夏
馬
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用
。
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お
　
わ
　
り
　
に

一
九
世
紀
初
め
に
ド
イ
ツ
諸
国
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
余
波
を
受
け
て
近
代
国
家
体
制
を
整
え
た
。
そ
の
過
程
で
各
地
の
手
工
業
老
の
同
業
組

合
が
手
に
し
て
い
た
特
権
や
自
己
裁
量
権
の
大
部
分
は
消
滅
し
た
。
問
業
組
合
の
「
社
鰯
」
と
し
て
の
命
脈
は
こ
れ
に
よ
っ
て
尽
き
た
と
雷
っ

て
よ
い
。
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
に
お
い
て
も
事
情
は
異
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
モ
ン
ジ
ュ
ラ
改
革
の
中
で
ツ
ン
フ
ト



Wh辮｢紀前半のバイエルン王国における営業糊度（谷口）

の
既
得
権
の
多
く
は
姿
を
消
し
、
ツ
ン
フ
ト
は
当
局
の
厳
し
い
監
視
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
一
八
二
五
年

に
営
業
法
が
欄
定
さ
れ
て
、
ツ
ン
フ
ト
は
全
国
一
律
の
営
業
協
会
に
編
成
替
え
と
な
っ
た
が
、
当
局
が
手
工
業
者
団
体
の
活
動
を
隅
々
ま
で
監

督
す
る
と
い
う
状
態
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
バ
イ
エ
ル
ン
を
初
め
と
す
る
中
部
ド
イ
ツ
、
南
ド
イ
ツ
の
営
業
制
度
を
差
し
遜
た
り
ツ
ン
フ
ト
制
度
と
営
業
の
自
由
の
「
中

蘭
的
形
態
」
と
表
現
し
た
。
し
か
し
、
ツ
ン
フ
ト
が
形
の
上
で
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
自
律
的
活
動
は
殆
ど
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
こ
れ
ら
諸
国
の
営
業
制
度
は
伝
統
的
な
ツ
ン
フ
ト
制
度
よ
り
む
し
ろ
営
業
の
自
由
に
近
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
職
人
と
徒
弟
の
増
加
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大
と
い
う
一
九
世
紀
前
半
の
手
工
業
を
特
徴
づ
け
る
動
き
が
営
業
の
自
由
を
導
入
し
た

プ
ロ
イ
セ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
で
共
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
営
業
の
自
由
と
当
局
の
強
い
統
寸
心
に

あ
る
ツ
ン
フ
ト
残
存
型
の
営
業
制
度
の
落
差
は
見
か
け
ほ
ど
大
き
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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滋
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大
学
教
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A　Study　of　‘　the　Secret　Handbook　of　Pettifoggers　’

　　　　　　　　　　　　　The　Appearance　of　Xiaocao　yibi

by

FuMA　Susumu

　　Since　the　late　Ming　period，　a　1〈ind　of　convenient　handbook，　which　nof．

only　carried　examples　of　lawcase　and　special　litigious　terms，　but　also　men－

tioned　items　important　for　tbose　undertaking　litigation，　gained　wide　circu－

lation　in　Chinese　popular　society．　Works　of　this　type，　named　‘Songshi

三n圭ben’訟師秘本（the　Secret　handbook　of　pettifo99ers）during　the　reign　of

Qianlong　of　tlte　Qing　Dynasty，　were　oMcially　prohibitecl．　The　so　called

濁αooαoツ弼蒲曹遺筆（The　Posthumous　Writings　of痘αo磁瀟何and　Cao

Shen曹参）probably癒st　apPeared　around　the　Jialing　Period，　and　achieved

great　influence　until　the　early　years　ef　Wanli．　Later，　the　extreinely　large

number　of　law　suits　earned　China　the　sobriquet　of　‘Litigious　society’．

Although　rnany　1〈inds　of　‘Songshi　miben’　which　originated　from　xYiao

Cao　yibi　were　treated　as　banned　books，　their　publication　in　iarge　quan－

tities　continued　into　the　late　Qing．　Since　ali　these　works　were　nothing

but　an　adaptation　of　those　which　had　appeared　in　the　late　Ming，　the　scene，

as　weli　as　the　image　of　pettifoggers，　properly　belonged　to　that　of　the　Ming

Dynasty．　ln　this　sense，　the　appearance　of　XiaoCao　yibi　is　of　great　signifi－

cance．　However，　it　is　inadvisable　to　take　their　substance　too　se’riously　as　a

recerd　of　historical　fact．

Das　Gewerbewesen　im　Kdnigreich　Bayern　in

　　　der　ersten　Halfte　des　19．　Jahrhunderts

von

TANiGucxi　Kenji

　　In　den　ersten　Jahrzehnten　des　19．　Jahrhunderts　erlebte　Deutschland

tiefgreifenden　Wandel，　in　dem　moderner　Staat　und　moderne　IGesellschaft
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entstanden　und　alte　standische　Gesellschaft　zurUckgedrangt　wurde．　Wie

in　PreuBen，　wo　alte　politische　und　gesel！schaftliche　Ordnungen　von　den

sogenannten　Stein－Hardenbergschen　Reformen　verandert　wurden，　so　auck

in　Bayern　wurden　neue　Systeme　von　eine　Reihe　Reformen　geschaffen，

deren　Triebkraft　der　leitende　Minister　M．　von　Montgelas　war．

　　Wahrend　dieser　Reformzeit　wurde　auch　Gewerbewesen　verandert．　Die

Einftlhrung　der　vOlligen　Gewerbefreiheit　wurde　zwar　in　Bayern，　wie　in　vie－

len　anderen　Gebieten　Deutschlands，　nicht　realisiert，　aber　die　drUckendste

Fessel　des　Zunftwesens　beseitigt　und　die　Tatigkeit　der　Zttnfte　unter　die

strenge　btirel〈ratische　Aufsicht　gestellt．’ @ln　Bayern　1825　wurden　noch　wei－

tere　MaBnahmen’　zti　besser6r　Kontrolle　der　Zttnfte　ergriffen，　ntimlich　alie

Zttnfte　im　rechtSrheinischen　BaYern　wurden　durch　das　neue　Gewerbegesetz

bls　Gewerbevereinen　re6rganisiert．

　　Dieser　Aufs2tz　beschreibt’die　Grundzttge’　des　bayerischen　Gewewebxtie－

sens　nach・　den　Montgelas’schen　Reformen　und　dem　Gewerbegesetz　vo’n

1825　und　versucht　mit　den　’ 唐狽≠狽奄唐狽奄唐モ?ｅｎ　Daten　zu　erklaren，　welchen

EinfiuB　dieses　bayerische　’Gewerbewesen　auf　die　Entwicklung　des　Hand－

werks　in　der　ersten　Halfte　des　19．　Jahrunderts　austtbte．

T’nree　Types　of　Foodriot　in　18　th　Century　China

by

HoRicm　Akira

　　MaBy　foocl　riots　broke　out　in　18tk　century　China，　particularlY　during　the

1740’s　1750’s．　These　riots　can　be　classifiecl　according　to　three　types

First，　riets　aimed　at　compelling　rich　people　to　loan　their　grain．　Since

only　when　their　demands　were　not　satisfied　did　the　rioters　plunder　grain

owned　by　the　rich，　such　riots　can　’be　considered　as　a　viblent　versioii　of

ordinary　dealings．　Second，　riots　aimed　at　hindering　graln　movement　from

one　c”trea　to　an6th．er　in　order　to　prevent　grain　prices　froin　rising．　The

third　type　consists　of　disturbances　in　which　the　rioters　demanded　that　local

offtcials　sell　public　graln　at　a　low　price．　The　leaders　of　these　riots　tended

to　be　local　elites，　whose　status　depended　on　the　examination　systerA，　and

sceundrels．　Furthermore，　there．was　no　murder　and　no　arson　in　the　riots．

To　this　extent，　the　rioters　were　nQt　entirely　undisciplined．
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